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S&P 保険財務力格付け

約13兆4,097億円（約1,028億ユーロ）
総売上

世界に約1億500万人
のお客さま

約8,058億円（約61.8億ユーロ）
アンダーライング・アーニングス

63
の国と地域で事業展開

約178兆5,799億円（約1兆4,238億ユーロ）
運用資産総額

世界に約17万1,000人
の従業員

約2,789億円（約21.4億ユーロ）
純利益

数値は2018年 AXAグループ実績
※ 換算レート
 総売上、アンダーライング・アーニングス、
 純利益 ： 1ユーロ＝¥130.3（2018年平均）
 運用資産総額 ： 1ユーロ＝¥125.4（2018年12月末）
※ 標記の格付けはアクサ損害保険の格付けではありません。
 2019年6月1日時点のAXAグループの主要な子会社に対する格付機関の評価であり、保険金支払等について保証を行うもの
ではありません。また、将来的には変化する可能性があります。なお、上記の格付機関（S&P Global Ratings Europe Limited）
は、日本において金融商品取引法第66条の27に基づく登録を行った信用格付業者ではありません。

● AXAが事業を展開する主な国々
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AXAは10年連続世界NO.1の保険ブランド＊です

AXAは1817年にフランスで生まれ、世界63の国と地域、約1億500万人のお客さまから

信頼をいただいている世界最大級の保険・資産運用グループです。
＊インターブランド社「BEST GLOBAL BRANDS 2018」より
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資産運用サービス
● アクサ・インベストメント・
 マネージャーズ株式会社
● アライアンス・バーンスタイン株式会社

不動産投資・資産管理サービス
● アクサ・リアル・エステート・
 インベストメント・
 マネージャーズ・ジャパン株式会社

アシスタンスサービス
● アクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社

その他のAXAメンバーカンパニー

経営管理・
監督

業務の代理・
事務の代行

＊ アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社が
所有する議決権の割合（2019年4月2日時点）

アクサ・エス・アー
（本社：フランス）

アクサ生命保険株式会社
アクサ・

ホールディングス・
ジャパン株式会社

アクサダイレクト
生命保険株式会社

経営管理・監督
100%＊

経営管理・
監督
100%＊

経営管理・監督
100%＊

業務の代理・事務の代行

業務の代理・事務の代行

商品販売の代理店への再委託
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AXAグループの日本における事業展開

ＡXAグループは日本において、保険事業、資産運用事業、アシスタンス事業など、多岐にわたるビジネスを展開しています。

保険事業では2019年4月に持株会社であるアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社を設立し、アクサ生命、アクサダイレクト生命、

アクサ損害保険を子会社としております。この4社が「アクサ ジャパン グループ」を形成し、相互の連携を深めるとともに、

その他のAXAメンバーカンパニーと密接に連携しながら、お客さまをリスクからお守りするための商品・サービスをご提供しています。

アクサ損害保険
株式会社

（アクサダイレクト）

＜通販チャネル＞

＜インターネット通販チャネル＞

損害保険業免許に基づく保険の引受け
保険業法第3条第5項に係る保険の引受けを行っています。

資産の運用
保険料として収受した金銭等の資産の運用として、主に有価証券投資等を行っています。

他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行
保険業法第98条第1項第1号に基づき、他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行を行っています
（アクサダイレクト生命保険株式会社の保険業に係る業務の代理および事務の代行等）。

損害保険業

生命保険業免許に基づく保険の引受け
保険業法第3条第4項第1号、2号、および3号に係る保険の引受けを行っています。

資産の運用
保険料として収受した金銭等の資産の運用として、主に有価証券投資等を行っています。

他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行
保険業法第98条第1項第1号に基づき、他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行を行っています
（アクサ損害保険株式会社の保険業に係る業務の代理および事務の代行等）。

生命保険業

生命保険業免許に基づく保険の引受け
保険業法第3条第4項第1号、2号および3号に係る保険の引受けを行っています。

資産の運用
保険料として収受した金銭等の資産の運用として、主に有価証券投資、不動産投資、貸付等を行っています。

有価証券投資業務 資産運用の一環として、有価証券（外国証券を含む）投資、有価証券の貸付を行っています。
不動産投資業務 資産運用の一環として、事業用ビルなどの不動産投資を行っています。
貸付業務  資産運用の一環として、企業・個人向けの貸付やコールローンを行っています。

国債等の引受け
保険業法第98条第1項第3号に係る国債などの引受けを行っています。

他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行
保険業法第98条第1項第1号に基づき、他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行を行っています
（アクサ損害保険株式会社およびアクサダイレクト生命保険株式会社の保険業に係る業務の代理および事務の代行等）。

子会社とした会社の経営管理
アクサ生命保険株式会社はアクサ損害保険株式会社、アクサダイレクト生命保険株式会社、その他の保険業法の規定
により子会社とした会社の経営管理を行っておりましたが、2019年4月に同社単独による株式移転方式で持株会社で
あるアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社を設立し、さらに、同社が保有していた子会社の全株式を持株会社に
現物分配により譲渡したことに伴い、現在は子会社を保有いたしておりません。

生命保険業

付随業務
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日頃よりアクサ損害保険をお引き立て賜り、誠にありがとうございま
す。本ディスクロージャー誌をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げ
ます。

当社は1998年に設立し、1999年に直販方式によるリスク細分型自
動車保険「アクサダイレクト総合自動車保険」の販売を開始し、お陰
さまで本年7月に販売20周年を迎えました。設立から今日に至るま
で当社が成長してこられたことは、ひとえに皆さまのご支援の賜物と
深く感謝いたします。

お客さまのご愛顧に支えられ、高品質なサービスの提供に努めてま
いりました結果、昨年度（日本会計2018年4月～2019年3月）決算
におきましては、引き続き好調な収益と堅実な成長を実現すること
ができました。

元受正味保険料は、自動車保険およびペット保険の持続的成長によ
り前年同期比2%増の54,064百万円を記録する一方、税引後の当
期純利益は、責任準備金戻入額の増加および支払備金繰入額の減
少により、前年同期比6.3%増の4,602百万円となりました。国内損
害保険市場の動向と急速に変化するお客さまのご要望やニーズに
足並みをそろえるため、強固な財政基盤を支えとしながら大規模な
トランスフォーメーション（変革）プロジェクトへの持続的な投資を
行っております。

当社はお客さまに上質で革新的なサービスを提供するためにこれま
で尽力してまいりましたが、このたびHDI-Japanによる2018年HDI
格付けベンチマークの損害保険業界「問合せ窓口」部門において、
「パフォーマンス」と「クオリティ」に関する高い評価を受け、最高ラン
クの三つ星を獲得しました。

当社は、全ての従業員が自分らしくその能力を十分に発揮できるダ
イバーシティ&インクルージョンの推進を強化します。この点に関し
ましては、女性の活躍推進に関する取組みが優良な企業に対し厚生
労働大臣が認定する「えるぼし」において、損害保険業界初となる最
高位3段階目の認定を取得しました。

また、人々に寄り添う社会貢献活動を当社は引き続き推進し、「お客
さまが自信をもって、より良い人生を送れるように寄り添う」という企
業理念を実現してまいります。「平成30年7月豪雨」および「平成30
年北海道胆振東部地震」に際しましては、被災者の支援や被災地の
復興に役立てていただくために、それぞれの被災地へ復興支援金を
拠出しました。

当社はAXAグループの掲げるバリューのひとつである「お客さま第一
（CUSTOMER FIRST）」を経営の根幹に置き、常にお客さまの近く
に寄り添い、お客さまから最も信頼されるパートナーとなることを目
指してまいります。

最後になりましたが、当社は内部統制やコンプライアンスおよびリス
ク管理の機能発揮をしっかりと誠実に行っていく所存です。なぜなら
ば、その取組みが間違いなくビジネスの持続可能性につながること
を確信しているからです。

皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援・ご愛顧を賜りま
すよう、心よりお願い申し上げます。

アクサ損害保険本社にお客さまをお招きしての座談会の様子です。
お客さまと直接交流し、さまざまな意見交換をさせていただく貴重な場となりました。

アクサ損害保険株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

ハンス・ブランケン

「お客さま第一」を経営の根幹に置き
お客さまから常に最も信頼されるパートナーとなることを
目指してまいります。
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Ⅰ アクサ損害保険の現況

14 1 事業の経過および成果等
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アクサ損害保険の経営戦略は、AXAグループの中期経営戦略「Ambition 2020」に沿い、
「Focus（集中）」と「Transform（変革）」の2つを柱としています。

保険を通じてお客さまの人生をお守りし、より充実したものとなるようにお手伝いすることを企業活動の目的として、
革新的で卓越した顧客体験をお届けすることにより、

お客さまから最も信頼されるパートナーとなることを目指します。

お客さまが自信をもって、
より良い人生を送れるように寄り添う

企業理念

資本の有効活用

効率性と収益性の向上

人材育成・能力開発

信頼されるパートナーとして

集中
Focus

変革
Transform

選択的成長 新しい顧客体験

持続可能な成長のために
今日行動します

将来の成長を確保するために
変革を加速させます

経営戦略

Ambition 2020
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選択的成長

Focus
当社では、より一層お客さまから選ばれる保険を目指し、 継続的にサービス品質の向上を図っています。
お客さまのニーズへのきめ細かな対応、ブランド価値の向上、コミュニケーションの精緻化に努めています。

グローバルブランド戦略にのっとり、日本におけるアクサブラン
ドの強化に積極的に取り組んでいます。事業の持続的な成長に
はブランドの果たす役割が非常に大きいことから、成長戦略の
ひとつの柱としてブランド構築を掲げています。特に、自動車保
険のテレビCMは、露出量の点でAXAグループのイメージ形成
に主要な役割を担っているため、商品やサービスの説明のみな
らず、保険がもたらす感情的な便益を描くことでブランドの魅力
を伝えています。自動車保険の2019年の新TVCM「天体観測」

篇は、引き続きブランドアンバサダーである岡田将生さんを起
用し、日常生活のちょっとしたトラブルの中で、保険がお客さまの
生活に役立つ場面を描きました。アクサがいるから、安心して「大
切な人とのかけがえのない時間」を大事にできる。お客さまにそ
う感じていただける保険会社になりたい、という思いを込めてい
ます。
2019年も引き続きグローバルブランド戦略と連動し、積極的に
ブランドコミュニケーションに取り組んでまいります。

上記の新CM「天体観測」篇を放送した2019年2月度・3月度に
は、CM総合研究所が実施するCM好感度調査の金融カテゴリー
において、2カ月連続で作品別および銘柄別CM好感度第1位を
獲得しました。
2018年度は、HDI-JapanによるHDI格付けベンチマークの損
害保険業界「問合せ窓口」部門において、当社の「クオリティ」「パ
フォーマンス」が共に高く評価され、最高評価となる三つ星を獲
得しました。

また、オリコン株式会社が発表した2018年オリコン顧客満足度®

調査の「ペット保険」において、総合第1位に選ばれました。当ラン
キングは、実際にペット保険を利用された方を対象に行った総合
的な満足度調査によるもので、ペット保険で当社が満足度総合
第1位に選ばれたのは2回目となります。
今後も、「お客さまが自信をもって、より良い人生を送れるように
寄り添う」という企業理念のもと、革新的で卓越したサービスの
提供に努めてまいります。

ブランドイメージ向上への貢献

当社に対する外部評価

2018年
オリコン顧客満足度調査
ペット保険
総合第1位

2018年
HDI格付けベンチマーク
損害保険業界「問合せ窓口」部門
三つ星
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効率性と収益性の向上
真に顧客本位のデータドリブンカンパニーを実現するため、データ分析部門を拡充・再編、そしてデータエクセレンス本
部設立へ。データからお客さまの「いま」を深く理解し、最適なサービスの提供を実現する当社の取組みは経済産業省の
革新的データ産業計画に認定されました。

急速なデジタル化に伴って、当社では2014年にデータ分析の専
門部署を立ち上げ、経営判断の高度化・迅速化や、マーケティン
グ投資活動の最適化で成果をあげてきました。そして、2018年
12月、真に顧客本位のデータドリブンカンパニーを実現するた
め、データ分析部門を拡充・再編し、データエクセレンス本部を設
立しました。
データエクセレンス本部設立の目的は、データの活用および価
値化による、顧客サービスの洗練および次のイノベーションの
創出です。
お客さまを取り巻く事情は刻一刻と変化していきます。「いま」求
めているものは何か。データから個々のお客さまの「いま」を深く
理解し、最適なサービスの提供を実現するため、お客さまと当社
との接点（お見積り・契約内容、広告、Eメール、電話やウェブサイ
トでの行動履歴など）の「リアルタイム」なデータ連携・蓄積・活用
を進めています。このリアルタイムに変化する顧客ニーズに素早
く対応する取組みは2019年4月に経済産業省の革新的データ
産業計画に認定されています。
また、コールセンターにおける、お客さまとの会話の音声・テキ
ストデータ、インターネット上に散らばる当社へのお客さまの声
など、膨大で複雑な非構造化データを活用できる基盤の整備と
サービス改善への応用にも取り組んでいます。そして、お客さ

まだけでなく、当社従業員の業務活動データにも注目していま
す。お客さまへのサービス提供に携わる当社従業員の業務活動
の状況をリアルタイムにデータ分析・モニタリングすることで、
サービス満足度および業務効率を最適化する仕組み化の検討
を進めています。
同時に、AI・機械学習など高度で科学的なアプローチを強化する
ための次世代のテクノロジーや分析手法の調査、プロトタイプ
の開発を通じて、ビッグデータを活用した技術の研究・開発に力
を入れています。
こうしたデータイノベーションの実現にあたって、優秀な人材の
獲得と育成のために、大学、異業種、テクノロジー業界との交流
を積極的に行っています。2014年のインターンシッププログラ
ムの企画および実施を皮切りに、データサイエンスに関するチャ
ンピオンシップの開催、お茶の水女子大学や東京工業大学など
での大学単位取得が可能なプログラムの組成、クラウド技術を
ベースとしたテクノロジーカンパニーとのオープンイノベーショ
ン活動、アクチュアリー会との交流、慶應義塾大学での講演、一
般社団法人データサイエンティスト協会への参加など、幅広い
活動を行っています。そして、今夏はオックスフォード大学など海
外からのインターンの受け入れを予定し、より多様で優秀な人材
の活躍の機会を創出しています。

お客さまと共に成長するためのデータ活用

「お客さま第一」を
実現するための
データ整備

リアルタイム
データ

非構造化
データ

業務活動
データ

お客さまと
共に成長

会社のビジョン 次のイノベーション要素

"Customer 
Driven"

"Fresh" "Massive" "Optimized" Growth
w/Customer
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資本の有効活用
資本の保全を主要目標とし、収益の最適化を経営上のひとつの重要なチャレンジと位置づけて、効率的な財務・資産運
用により全てのステークホルダーにご満足いただくことに注力しています。グローバルなAXAグループの知見を活用し、
中長期での安定収益の確保を実現しています。

当社資産運用部では、第一に、お客さまである保険契約者への
コミットメントや義務を確実に果たすため、次に、株主への報酬を
支払うため、投資戦略の計画・執行を行っています。
当社では、利害関係者（保険契約者、パートナー、ベンダーなど）
への責務を最初に考え、保険契約者の満足を確保するために、負

債資本を分析し金融資産を最適化します。 具体的には、AXAグ
ループの基準に沿ったALM（資産・負債の統合管理）分析および
投資リスク管理を行っています。
さらに、株主資本に対する最適化として、所要資本に対する運用
戦略の最適化、基礎利益予算の達成と健全な企業価値の向上を
図ります。その上で、グループの方針に沿ったソルベンシーの維
持と配当政策をうまくバランスさせ、ステークホルダーの皆さま
にご満足いただけるよう、努めています。
実際の資産運用にあたっては、AXAグループ全体のグローバル
な運用分野における専門性やネットワークを活用し、金融資産の
効率的な配分や、中長期的に安定した収益の確保を実現してい
ます。
2018年度も、基礎利益利回りで0.81％、時価総合利回りで
1.49%という水準を達成することができました。

資本の最適化と資産運用

当社では、親会社であるアクサ・ホールディングス・ジャパン株式
会社やAXAグループのリスク管理に関する基本方針に基づき、
リスク管理を経営上の最重要課題のひとつと位置づけ、リスクと
リターンのバランスに対して注意深く考察を行うことにより、リ
スクからもたらされる不利益を適切に最小化しつつ、事業活動
から得られるリターンを最大化していくことをリスク管理の基本
方針としています。
財務健全性の定期的な確認として、毎四半期のソルベンシー・
マージン比率のモニタリングの他、通常の予想を超える金融市
場の変動や損害率の上昇を想定したストレステストを行ってい
ます。
またAXAグループがEUの資本規制（ソルベンシーII 規制）にお
いて利用している内部モデルを当社においても活用すること
で、経済価値ベースの財務健全性も確認しています。内部モデ

ルは財務健全性の確認以外でも、リスクアペタイトの設定など
の戦略的なリスクテイクの判断や資本効率の測定にも活用され
ています。

875.6

ソルベンシー・マージン比率

財務の健全性

%
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新しい顧客体験

Transform
当社ではお客さまとのあらゆる接点において、シームレスで一貫した顧客体験を提供するために、全社員一丸となって
取り組んでいます。 「お客さま主導」の会社として、日々進化するお客さまのニーズに的確にお応えできるよう、部門横断
的なアプローチや新たなプラットフォームを活用しながら、革新的で卓越したサービスの提供に努めています。

日本の国際化に伴
い在留・訪日外国
人が増加している
情勢を踏まえ、当
社では多言語サー
ビス（17カ国語）を
2019年3月に導
入いたしました。

これは、お客さまや事故の関係者が日本語以外の言語でのや
り取りを必要とする場合に、「お客さま（事故関係者を含む）・当社
（提携修理工場・弁護士を含む）・通訳オペレーター」の三者間通
話により、リアルタイムで円滑なコミュニケーションを行い、事故
発生時におけるお客さま・事故関係者（被害者やご家族）の不安
を軽減し、より迅速でご安心いただける事故解決の実現を図る
ものです。
【対応可能な外国語】
英語、中国語（北京語）、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マ
レー語、 ネパール語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、
ドイツ語、 イタリア語、ロシア語、ミャンマー語、クメール語（17カ国語）

当社は、ゴールデンウィーク10連休中の万一の事故の際にお客
さまのご不安を軽減できるよう、サポート体制を強化しました。 
当社は、お客さまによりご安心いただけるよう、日頃からご利用
いただいている24時間365日の事故受付サービスに加え、受付
後の相手方、修理工場、医療機関との連絡などの事故初動対応
サービスを9：00から17：30の間提供しました。また、すでにご報
告をいただき対応中の事故のうち、緊急にお支払いが必要な場
合は4月29日（月）から5月3日（金）の期間中、上限10万円までの
保険金を、セブン銀行における「ATM受取（現金受取サービス）」
により緊急にお支払いを実行するサービスを提供いたしました。

ゴールデンウィーク休暇中のサポート体制を強化

当社は、デジタル変革への取組みを促進しており、新しいテクノ
ロジーによる顧客体験の向上に努めています。
私たちは、過去の応対内容が瞬時に確認できるデータベースを
構築しています。カスタマーアドバイザーへの電話の着信と同時
に、この情報が表示されるため、お客さまはお問合せの内容を繰
り返す必要がなくなりました。
もうひとつの取組みは、お客さまがカスタマーアドバイザーと
ウェブ操作を共有できるようになったことです。
お客さまが操作などのお問合せの際に、カスタマーアドバイザー
に画面の共有を許可し、お困りの箇所からどう進めば良いかを案
内させることも可能となりました。
その他のサービスとして、電話のガイダンス内やウェブサイト上
にて、電話が繋がるまでの待ち時間予測をリアルタイムでご案
内をしています。
これにより、このまま待つか後でかけなおすかを、お客さまご自

身が容易に判断できるようになりました。さらに、事故後の対応
においては、発信元の電話番号を識別し、お客さまの担当者へ直
接お電話を繋ぐことも進めています。
スマートフォンの普及により、電話と同様にEメール、チャット、 
SNSなどを活用したコミュニケーションへのニーズがより高まっ
ています。今後もデジタル技術を活用し、お客さまの利便性向上
に繋がるサービスの導入に積極的に取り組んでまいります。

コンタクトセンターのデジタル変革への取組み

多言語サービスの導入
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信頼されるパートナーとして
当社は、単に保険金をお支払いするだけの『支払者（Payer）』から、お客さまに常に寄り添いサポートする、お客さまの人
生の良き『パートナー（Partner）』となることを目指しています。「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を策定し、
お客さまへ最善の利益を提供できるよう日々の業務を遂行しています。また、お客さま・地域社会・従業員向けに企業の
社会貢献活動（CR）を継続しています。

当社では、お客さま本位の業務運営を推進し、お客さまへ最善
の利益とサービスを提供するために「お客さま本位の業務運営
に関する基本方針」を策定しています。
5つの基本方針は、AXAグループ共通のAXAバリュー（価値基
準）と「保険商品・サービスを通じて、安心で豊かな社会と喜び
のある暮らしづくりに貢献する」という基本理念にのっとり策定

されました。
AXAバリューのひとつである、「お客さま第一(CUSTOMER 
FIRST)」を経営の根幹に置き、常にお客さまの近くに寄り添い、
お客さまから最も信頼されるパートナーとなることを目指して
まいります。

AXAグループは、「お客さまが自信をもって、より良い人生を送
れるように寄り添う」という企業理念のもと、企業の社会貢献活
動（CR）を積極的に行っています。
人とペットのより良い暮らしを応援するためにペット保険を提
供する企業として、長期入院する子どもを元気づける犬「ファ
シリティドッグ」の派遣団体であるNPO法人「シャイン・オン！
キッズ」を支援しています。
日本のAXAグループ各社と共同で「ブラインドサッカー日本選
手権（アクサブレイブカップ）」の協賛や、全世界のAXAグルー
プ社員が一斉にCR活動に従事する「CR WEEK」の開催など、さ
まざまな活動を継続的に行っています。
2018年の「平成30年7月豪雨」および「平成30年北海道胆振
東部地震」に際しては、被災者と地域の復興を支援するために、
それぞれの被災地へ復興支援金を拠出しました。

お客さま本位の業務運営に関する基本方針

企業の社会的責任を果たすために

AXA DIRECT 2019 ANNUAL REPORT　最近の経営トピックス

お客さま本位の
業務運営に関する基本方針

お客さまへ重要な情報を
分かりやすく適切にお伝えします。

お客さまに寄り添った商品・サービスの提供を行います。

「お客さまを大切にする会社」
としての枠組みを構築し、維持します。

111111111111111111..........

33333333333333333333333..

22222222222222222.....

444444444444444........
555555555555555555555555.......

お客さまの最善の利益を追求するため、
誠実に業務を遂行します。

お客さまの声を財産とし、
お客さま本位の業務運営に努めます。
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人材育成・能力開発
当社は、AXAグループの中期経営戦略「Ambition 2020」を実践するためにさまざまなアクションを推進しています。
戦略の実現には従業員一人ひとりが常に高い共通の意識をもって同じ方向を向いていることが大切です。当社では４
つのコアバリュー「お客さま第一」「誠実」「勇気」「ひとつのチーム」に基づく「コミットメントー私たちの誓い」を全従業員
が共有し、ビジョンをアクションへ昇華させる取組みを実践しています。

AXA DIRECT 2019 ANNUAL REPORT　最近の経営トピックス

当社はお客さまをはじめとするあらゆるステークホルダーから
選ばれる会社となるために、全ての社員が自分らしくその能力
を十分に発揮できるダイバーシティ＆インクルージョンの風土
醸成を目指しています。全社の経営課題としてダイバーシティ
＆インクルージョンの推進に取り組むため、2018年に基本方
針を策定しました。
性別、障害の有無、年齢、国籍などに関係なく、従業員一人ひと
りが、「誠実」と「勇気」の中で誰もが多様な個性を理解し尊重し
合える職場づくりを目指し、さまざまな取組みを推進していま
す。 そのような取組みが認められ、2018年に女性活躍推進の
認定「えるぼし」の最高位である3段階目の認定を、損害保険業
界で初めて※1取得しました。
また、work with Prideが定める企業のLGBT※2に関する取組

指標「PRIDE指標」において、最高位となる「ゴールド」も取得し
ました。
※1 厚生労働省ホームページ「えるぼし」認定企業一覧による当社調べ
※2  LGBTとは、レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシュアル
（Bisexual）、トランスジェンダー（Transgender）の頭文字をとった
総称です。

当社は効率的な働き方を目指して在宅勤務の導入やさまざま
なデジタルツールを活用しています。育児や介護と仕事を両立
する社員だけでなく、全社員が自分の業務プロセスやコミュニ
ケーションの方法を見直すことで、生産性の向上にも貢献して
います。

また、休暇制度の拡充にも取り組んでおり、夏季休暇を４日間増
やすとともに取得可能時期を拡大しリフレッシュ休暇に名称変更
しました。さらに、有給の私傷病休暇の新設や年次有給休暇の拡
充にも取り組み、効果的に休暇を取得する真のワークライフバラ
ンス実現に向けた大きな改革を実現しました。

多様な個性の理解と尊重

多様な働き方の推進

当社は独自の人材育成プログラムを策定し、変革を実現できる
人材の育成に取り組んでいます。これに伴い、プログラムの提
供を中心とする従来の人材育成方針から大きく舵を切り、社員
一人ひとりが自律的にキャリアを切り拓くことを支援する「セル
フ・デベロップメント・カルチャーへの移行」を明確に打ち出しま
した。2018年に導入したキャリア開発面談の実効性を高める
ために、その具体的・効果的運用方法についての管理職研修を
実施し、また社員一人ひとりがキャリアの意味、重要性を理解
し、キャリア開発の第一歩を歩み始めることを支援するツール
として、2019年にはウェブサイト「キャリア ‒ あなたの物語」を
開設しました。また、当社の将来を担う次世代リーダーの能力

開発「Next Gen Advanced Program」を導入し、トレーニン
グにおける学びをキャリア開発で強化していくプログラムを実
施しています。

人材育成

 
 

LGBTに関する取組評価
「PRIDE指標」

最高位のゴールドを取得

女性活躍推進法に基づく
「えるぼし」認定

最高位の3段階目を取得
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元受正味保険料 正味収入保険料

平成30年度のマクロ環境を振り返りますと、昨夏に相次いだ自然災害により、個人消費や輸出を中心に経済は一時的に押し下げら
れたものの、あらゆる業種で人手不足となっていることを背景に、名目賃金の上昇ペースが加速し、所得は拡大基調を示しており
ます。一方、中国経済の減速に起因した中国向けの輸出減速が外需を下押しするなど、全体的に力強さに欠けた状況は続いており
ます。しかしながら、自動車保険市場におきましては軽自動車の回復に下支えされ、自動車新車販売台数は3年連続対前年増加を
記録する一方、自動車保険の価格競争は、とりわけ高度な安全機能を備えた自動車の保険料に対するインセンティブの導入により
激化しています。また、今後の見通しとしては、自動車の高性能化に伴う修理費用の増加や資材・サービスコストの上昇および予定
されている消費税増税により、損害率、事業費率双方へさらなる圧力が強まると予想されます。

元受正味保険料・正味収入保険料の推移
（単位：百万円）

翌期においては、良好な雇用環境に牽引され、個人消費は堅調に
推移すると予想される一方、2019年10月実施予定の消費増税、
米中貿易摩擦の激化、および北朝鮮の非核化問題などの地政学
リスクが、国内景気の下押し圧力となる可能性も否めません。
こうした経済の先行きに対する不透明感は、消費者の節約志向
を助長するものと思われます。一方、お客さまの行動の変化は加
速し、いつでもどこでも、あらゆるチャネルを通じて、商品を購入
するまたはサービスの提供を受ける顧客のニーズに応えるデジ
タル化への依存をますます強めております。
その結果、自動車保険において、お客さまは、高いデジタル利便
性も提供する、強力な価値提案を伴う競争力のあるサービスを
求めることが予想されます。

こうした外部環境のもと、当社ではさまざまな戦略的プログラム
の実施および顧客体験に特化したチームの設立を通じて、サービ
スの差別化を図り、顧客満足度の向上に努めてまいりました。当
社の使命を示すために、2019年1月に放送開始した新CM「天体
観測」篇では、昨年に引き続き、アクサジャパン3社共通のブラン
ドアンバサダーでもある俳優の岡田将生さんを起用し、「トラブ
ルがあっても、アクサがいるから、安心して大切な人とのかけがえ
のない時間を楽しめている様子」を、やさしく、そして力強く演じ
ていただくことにより、頼れるパートナーとして、お客さまに安心
を提供するという当社のお客さまへのコミットメントを表現いた

翌期の見通し

事業の経過

しました。　
お客さまとのオンラインでのやり取り（いつでもどこでも）を促進
するために、「アクサダイレクト総合自動車保険」の保険始期日が
2018年7月3日以降の新規契約を対象として、インターネット経
由でお申し込みいただくお客さまに適用されるインターネットイ
ンセンティブの上限額をこれまでの10,000円から20,000円に
引き上げました。
また、株式会社スマートドライブが開発した、新テレマティクス関
連サービス「SmartDrive Cars」と専用車載器の連携によるサー
ビスを、2018年11月8日からお客さまへ正式に提供開始しま
した。今後も、技術に基づくリスクの「見える化」により、事故や交
通渋滞のない自動車社会を推進してまいります。
最後になりますが、当社設立20周年記念事業として以下のコー
ポレートレスポンシビリティ（CR）活動を行いました。
　   長期入院の子どもを元気づける「ファシリティドッグ」の認知

向上と支援を目的として、5月に「アクサダイレクト20周年
記念チャリティラン」を実施。チャリティ参加費と参加者など
からの寄付金に同額を当社から上乗せし、総額約57万円を
ファシリティドッグの派遣団体「シャイン・オン！キッズ」へ寄
付いたしました。

　   当社主要拠点のある都市（東京都台東区、高知県高知市、
福井県坂井市、および北海道旭川市）の主に小学1年生を
対象に、児童の交通安全を目的としたオリジナルの傘を寄
贈いたしました。

今後も、CR活動を通じ、お客さまの人生をお守りし、「お客さまが
自信をもって、より良い人生を送れるように寄り添う」という企業
理念の実現を目指してまいります。

1 事業の経過および成果等

アクサ損害保険の現況Ⅰ
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1  元受正味保険料
ご契約者さまから直接受け取った保険料であり、損害保険会社の売上規模
を示す基本的な指標です。

2  正味収入保険料
元受正味保険料に、保険金支払負担の平均化・分散化を図るための他の保険
会社との保険契約のやりとり（受再保険料および出再保険料）を加減した保険
料であり、損害保険会社の最終的な売上規模を示す指標です。

3  正味損害率
正味収入保険料に対する、支払った正味支払保険金と損害調査費用の合
計額の割合です。具体的には、損益計算書上の「正味支払保険金」に「損害
調査費」を加えて、前述の「正味収入保険料」で除した割合を指しています。

4  正味事業費率
正味収入保険料に対する保険会社の保険事業上の経費の割合です。具体
的には、損益計算書上の「諸手数料及び集金費」に「営業費及び一般管理費」
のうち保険引受に係る金額を加えて、「正味収入保険料」で除した割合を指
しています。

5  コンバインドレシオ
正味損害率と正味事業費率を合算したものであり、損害保険会社の収支状
況を示す指標のひとつです。

6  保険引受利益
正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金・損害調査費等の保険引受
費用と保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除し、その他収支を加減
したものであり、保険本業における最終的な損益を示すものです。なお、そ
の他収支は自賠責保険等に係る法人税相当額などです。

7  経常利益
正味収入保険料・利息及び配当金収入・有価証券売却益等の経常収益から、
保険金・有価証券売却損・営業費及び一般管理費等の経常費用を控除した
ものであり、経常的に発生する取引から生じた損益を示すものです。

8  当期純利益
経常利益に固定資産処分損益や価格変動準備金繰入額等の特別損益・法
人税及び住民税・法人税等調整額を加減したものであり、事業年度に発生し
た全ての取引によって生じた損益を示すものです。

9  単体ソルベンシー・マージン比率
単体ソルベンシー・マージン比率は、巨大災害の発生や保有資産の大幅な
価格下落等、通常の予測を超える危険に対する資本金・準備金等の支払余
力の割合をいいます。また、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健
全性を判断するために活用する指標のひとつであり、通常200％以上であ
れば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

10  総資産額
損害保険会社が保有する資産の総額であり、具体的には貸借対照表上の
「資産の部合計」です。損害保険会社の保有する資産規模を示すものです。
11  純資産額
「総資産額」から、責任準備金等の「負債額」を控除したものが「純資産額」で
あり、具体的には貸借対照表上の「純資産の部合計」です。損害保険会社の
担保力を示すものです。

12  その他有価証券評価差額金
「金融商品に係る会計基準（いわゆる時価会計）」により、保有有価証券等に
ついては、売買目的、満期保有目的などの保有目的で区分し、時価評価等を
行っています。「その他有価証券」 は、売買目的、満期保有目的等に該当しな
い有価証券であり、この「その他有価証券」の時価評価後の金額と時価評価
前の金額との差額（いわゆる評価損益）から法人税等相当額を控除したもの
が、その他有価証券評価差額金です。財務諸表においては、貸借対照表上
の純資産の部に「その他有価証券評価差額金」として計上しています。

13  リスク管理債権及び債務者区分に基づいて区分された債権
・ リスク管理債権
 貸付金のうち、元本や利息の回収可能性に注意を要する債権です。
・ 債務者区分に基づいて区分された債権
 貸付金や貸付有価証券等の債権を債務者ごとに財政状況や経営成績
 等をもとに区分している債権です。

主要業績 2017年度 2018年度
1 元受正味保険料 52,992百万円 54,064百万円
2 正味収入保険料 52,099百万円 53,169百万円
3 正味損害率 62.4% 62.5%
4 正味事業費率 23.5% 26.5%
5 コンバインドレシオ 85.9% 89.0%
6 保険引受利益 5,770百万円 5,841百万円
7 経常利益 6,283百万円 6,415百万円
8 当期純利益 4,330百万円 4,602百万円
9 単体ソルベンシー･マージン比率 782.5% 875.6%
10 総資産額 95,398百万円 92,654百万円
11 純資産額 24,866百万円 29,872百万円
12 その他有価証券評価差額金 878百万円 1,281百万円
13 不良債権の状況 (リスク管理債権及び債務者区分に基づいて区分された債権) ー ー

正味損害率の推移 正味事業費率の推移
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以上のような活動により、主力商品であるダイレクト自動車保険
は今決算期においても順調に推移いたしました。自動車保険の
元受正味保険料は対前年1.9%増の511億円となりました。これ
に傷害保険及びペット保険の30億円を合計した全体の元受正味
保険料は541億円となり、対前年2.0％の増収となりました。保険
引受収益は対前年15億円増の542億円となり、資産運用収益及
びその他経常収益を加えた経常収益は549億円となりました。
一方、正味支払保険金が増加したことにより、正味損害率は対前
年0.1ポイント上昇し62.5%となりました。正味事業費率につき
ましては、主に広告費の増加により、対前年3.0ポイント上昇の
26.5%となりました。 以上により保険引受費用が342億円、営業
費及び一般管理費が142億円となり、経常利益は64億円となり
ました。これに特別損益などを加減した当期純利益は46億円と
なりました。
単体ソルベンシー・マージン比率は前年度末より93.1ポイント上
昇して875.6%となり、保険金支払いに問題のない充分な支払
余力を保持しております。

当年度末の総資産は前年度末に比べ27億円減少し、927億円と
なりました。このうち、運用資産は前年度末に比べ40億円減少し
780億円となりました。

若者のモビリティ行動の変化、デジタルプラットフォーマーによ
る新規参入など、自動車保険市場の競争は激しさを増すばかり
です。
また、IoT（モノのインターネット化）やソーシャルメディアの普及
による消費スタイルの変化や、AIに代表される昨今の著しいテク
ノロジーの進化は、今後お客さまが必要とする保障の内容その
ものに、大きな変化をもたらすことが予想されます。
このような状況のもと、当社では、データの有効活用を支えるIT
基盤を含めた環境整備を推進し、多様化する個人の嗜好やニー
ズに沿った商品やサービスを、お客さまにとってシンプルでわか
りやすい方法で提供することにより、選ばれる保険会社を目指し
てまいります。

（注） 本報告書（以下の諸表を含む）における各計数の表示及び計算は、次
のとおりです。

　   （1） 保険料等の金額及び株数は記載単位未満を切り捨てて表示し、増
減率等の比率は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点第１位ま
で表示しております。

　   （2） 正味損害率 = （正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
　   （3） 正味事業費率 = (諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費

及び一般管理費)÷正味収入保険料

事業の成果

資産運用の概況

会社が対処すべき課題

保険引受収益 54,202
正味収入保険料 53,169
責任準備金戻入額 997
積立保険料等運用益 35

保険引受費用 34,217
正味支払保険金 29,279
損害調査費 3,942
諸手数料及び集金費 △ 32
支払備金繰入額 1,028

保険引受に係る営業費及び一般管理費 14,142

特別損益 △ 35

法人税等合計 1,777

当期純利益 4,602
その他収支 △ 1

保険引受利益 5,841

資産運用費用 65
有価証券売却損等 55
その他運用費用 10

資産運用収益 649
利息及び配当金収入 630
有価証券償還益等 18
為替差益 36
積立保険料等運用益振替 △ 35

その他経常収益 59

決算のしくみ （単位：百万円）

経常収益 54,911 

経常費用 48,496

経常利益 6,415

営業費及び一般管理費 14,207
（うち保険引受に係る営業費
及び一般管理費） 14,142

その他経常費用 4

Ⅰ アクサ損害保険の現況

資産運用に当たりましては、保険業法等の諸規則を遵守しつつ、
内規等に従い安全性、流動性に配慮しながら、中長期的に安定し
た収益の確保を目指した運用を行っております。AXAグループ
の資産運用ノウハウを生かしたクレジット投資等の運用も行い、
利息及び配当金収入は630百万円となりました。
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アクサ損害保険では、保険業という公共性の高い事業に対する社会的要請に応えるため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化
により、業務執行の公正性・効率性の確保に努めています。また、経営の健全性および透明性を確保するとともに、お客さまをは
じめとする全てのステークホルダーの皆さまに信頼され、選ばれる会社となるために、内部統制システムを整備し、その有効性の
確保に努めています。

内部統制システム

アクサ損害保険では、｢内部統制システム構築の基本方針｣を
策定し、業務の適正を確保するための体制の充実・強化を図っ
ています。

1.  職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制

 • 代表取締役によるコンプライアンス・ステートメント（法
令遵守に関する声明）をコンプライアンスの基本方針と
し、コンプライアンス推進体制の不断の見直しに努める。

 • コンプライアンス規則の整備、毎年のコンプライアンス
プログラムの策定・実施により、コンプライアンス重視
の企業風土を醸成する。

2. リスク管理に関する体制
 • リスク管理に関する基本方針を定め、各業務の所管部門

におけるリスク管理の実践、およびリスク管理を統括す
る部署の設置により、全社的なリスク管理を行う。

 • 経営会議のもとに設置しているリスク＆コンプライアン
スコミッティは、関連各コミッティおよびサブコミッ
ティからのリスク管理状況の報告、審議等を通じて全社
的なリスク管理を推進する。

3. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 • 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

体制の基礎として、四半期単位の取締役会の他に、必要に
応じ適宜の臨時取締役会を開催する。

 • 経営方針・戦略に関する重要事項については、原則隔週
開催の経営会議における取締役会付議の事前審議を踏ま
え執行決定を行う。

 • 取締役会で決定された業務の執行については、職務権限、
職務分掌、決裁権限に関する事項を定め実行する。

4.  取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する
体制

 • 重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報
を含む重要な文書は、文書保存・保管規定に基づき適切
かつ確実に保存・保管することにより管理する。

 • 各文書の保存期間は永久とし、取締役または監査役から
の閲覧要請があった場合、速やかに閲覧が可能である方
法で保管する。

2 内部統制システム構築の基本方針

5. グループにおける業務の適正を確保するための体制
 • 親会社から示されたグループ経営管理方針の社内周知に

努め、グループ方針にのっとった業務運営を行う。
 • 重要案件や内部監査結果等について親会社およびアクサ

ジャパン グループ主催のコミッティ等において協議・報
告することにより企業集団としての一体感と整合性を維
持するとともに、子会社としての独立性も保ち、コンプラ
イアンス重視による意思決定を行うことで適正な業務運
営を確保する。

6. 監査役会設置会社としての体制

  監査役の職務を補助すべき使用人の設置および取締役から
の独立性に関する事項

 • 監査役は監査役会運営の補助業務を当社の使用人に命ず
ることができる。

 • 補助業務を行う使用人の人事異動等については監査役会
の意見を尊重する。また、監査役の職務を補助する使用人
に対する監査役からの指示の実効性を確保するため、当
該補助使用人は監査役から指示を受けた事項について継
続してモニタリングを行い、その進捗等について監査役
に報告を行う。

  取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その
他監査役への報告に関する体制

 • 取締役および使用人は業務・業績に影響を与える重要な
事項について都度報告する。また、使用人が重大な事実を
発見した場合は監査役に直接報告することができる。
なお、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いは
行わない。

  監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処
理に係る方針に関する事項

 • 会社は、監査役が職務の執行のために費用を請求した場
合は、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないと認
められるときを除き、当該請求を妨げない。

  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制

 • 監査役は経営会議および主なコミッティへ随時出席し、
適宜質問を行うことができる。

 • 監査役は必要に応じ何時でも取締役および重要な使用人
に対し報告を求めることができる。

 • 代表取締役社長、外部監査人ならびに内部監査部門と定
期的な意見交換機会を持つ。
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規制緩和の進展、技術革新に伴い、損害保険会社を取り巻くリス
クは増加し、多様化・複雑化しています。これらのリスクは、単に
極小化すればよいというものではなく、企業価値を増大させる
ためには、それぞれのリスクの特性に応じて適切にコントロー
ルしていく必要があります。
当社では、リスク管理を経営上の最重要課題のひとつと位置づ
け、リスクとリターンのバランスに対して注意深く考察し、リス
クからもたらされる不利益を適切に最小化しつつ、事業活動か
ら得られるリターンを最大化していくことをリスク管理の基本
方針としています。

EEA（欧州経済領域）では2016年1月に経済価値ベースの保険
監督制度であるソルベンシーIIが導入されています。当社では、
エコノミック・キャピタル・モデルとしてAXAグループのソルベ
ンシーII内部モデル（以下、「内部モデル」といいます）を活用しリ
スク管理の高度化を推進しています。具体的には、経営判断を要
するリスクアペタイトや投資計画、新商品開発等を設定・評価す
る際に利用しています。内部モデルのリスク計測としては、保険
引受リスク、資産運用リスク、オペレーショナルリスクを計量化

したSTEC（Short Term Economic Capital）を使用していま
す。内部モデルの自己資本としては、市場整合的手法で評価され
たAFR（Available Financial Resources）を使用し、リスクと
資本のコントロールを行っています。
伝統的なリスク管理フレームワークに加えて、自然災害・気候変
動、地政学、社会変革、技術革新等の不確実性を伴う、新規あるい
は継続的に進化するリスクをエマージングリスクと捉え、中・長
期的な経営判断をサポートする取組みも行っています。

当社では、損害保険事業の業務遂行に伴う主要なリスクを「保険
引受リスク」、「資産運用リスク」、「オペレーショナルリスク」と
認識し、各リスクについて、①各担当部門による管理、②リスク
管理部門による管理③監査部門による内部監査という三重の管
理体制をとることで、各リスクに対する管理体制の強化を図っ
ています。リスク＆コンプライアンスコミッティ、関連各コミッ
ティおよびサブコミッティで審議された各リスクの管理状況
は、経営会議および取締役会にて報告・確認され、経営レベルで
の管理を行っています。
なお、通常の予想を超える金融市場の変動や損害率の上昇など
の事象が同時に発生したシナリオでシミュレーション（ストレ
ステスト）を行い、会社経営の健全性確認に活用しています。

4 リスク管理の基本方針

1 リスク管理の基本方針

3 リスク管理体制

2 リスク管理の高度化

当社では、リスク&コンプライアンスコミッティにおいて、コン
プライアンス推進体制の立案、維持・管理・モニタリング等を行
うとともに「コンプライアンスプログラム」の進捗管理や評価、
コンプライアンス体制の推進に係る事項の審議、経営会議等へ
の報告・提言等を行っています。また、各本部長・部門長は、コン
プライアンス部門と連携し、各部門におけるコンプライアンス
実践の責任者として、具体的な施策の策定や実施、また、部員か
らの相談への対応等を行っています。

2 コンプライアンス推進体制
当社では、業務の遂行に際し、関連する法令や社内規程に違反す
る行為等が生じた場合の報告体制を明確化し、問題となる行為
への適切な対処と再発防止に取り組んでいます。
また、社内のコンプライアンスの実践を支援・強化することを目
的とした「コンプライアンス相談制度」や、法令違反や労務問題
等、職場における問題の早期発見と是正を目的としたアクサ 
ジャパン グループ各社の役職員等を対象とした「コンプライア
ンス レスキューダイヤル」制度の活用により、健全かつ適切な
業務運営の確保に努めています。

当社は、これらの取組みを機軸として、全社的にコンプライアン
ス体制の充実を図り、コンプライアンス重視の企業風土の醸成
に努めています。

4 コンプライアンスに係る報告体制

基本理念やコンプライアンス推進体制、業務遂行に際し遵守す
べき法令や起こり得る具体的事例についての判断基準を解説し
た「コンプライアンス規則」を策定し、各種研修に活用する等役
職員への周知徹底を図っています。
また、全役職員を対象に「e-Learning」によるコンプライアンス
研修を実施する等、さらなるコンプライアンス遵守に向けた取
組みを強化しています。

3 コンプライアンス教育
AXAグループでは、グループの倫理基準と実践について共通のビ
ジョンを確立するために、行動倫理規範を中心とした「AXA コン
プライアンス&エシックスコード」を定めています。
当社はグループの基本理念に基づき、コンプライアンスを実現
するための具体的な実践計画として、毎年「コンプライアンスプ
ログラム」を策定し、全社的にコンプライアンスの推進を図って
います。

3 コンプライアンス（法令遵守）の体制

1 基本理念
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保険引受リスクは、経済情勢や保険事故の発生率などが保険料
設定時の予測に反して変動することにより、保険会社が損失を
被るリスクです。当社では、リスク分析に基づいた引受基準を
策定するとともに収支の分析や検証を継続的に行い、必要に応
じて引受基準、保険商品、保険料の改定などを行っています。ま
た、リスクに応じて保有限度額を設けるとともに、再保険の手
配などの危険分散を行うことにより、過度なリスク集中を回避
しています。なお、再保険取引先は信用度を十分考慮して選定
しています。
プロダクト＆プライシングコミッティでは保険商品、引受条
件、損害率、責任準備金や保有・再保険などについて分析・検討
してリスク管理を行っています。同コミッティで審議されたリ
スク管理状況は、リスク＆コンプライアンスコミッティにて報
告・審議されています。

資産運用リスクは、市場変動により有価証券の資産価値が変動
する市場リスク、投資先の財務や経営状態の悪化などにより債
券価格が下落するなどの信用リスク、および資金の確保のため
に通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされるなどの流
動性リスクなどに分類されます。
当社では、社内諸規定に従って安全性・流動性に十分配慮した
資産運用を行っています。また、資産運用の企画・実行部門と、
事務処理・決済・リスク管理部門を分離し、相互牽制を働かせて
います。資産運用リスク管理状況はリスク管理部よりインベス
トメント＆ALMコミッティ、およびリスク＆コンプライアンス
コミッティにて報告・審議されています。

4 保険引受リスク管理

5 資産運用リスク管理

6 オペレーショナルリスク管理

7 健全な保険数理に基づく責任準備金の
確認についての合理性および妥当性

オペレーショナルリスクとは、内生・外生両方の事象に起因し、
プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しな
いことによる損失に係るリスクをいいます。
当社では、定期的に全部門でオペレーショナルリスクの自己評

価を実施して、リスクを特定・評価し、必要に応じて改善策を講
じています。これらにより、リスクの削減・インシデントの未然
防止に努めています。　
また、インシデントが発生した場合には速やかに報告されるプ
ロセスを構築しており、リスク＆コンプライアンスコミッティ
およびオペレーショナルリスクサブコミッティでは、報告され
た個々のインシデントの原因・回復措置・再発防止策の分析・検
証、およびこれらの進捗管理を行っています。

第三分野保険に係る責任準備金の積立の適切性を確保するた
めの考え方
第三分野保険に係る責任準備金の積立の適切性を確保するため
に「ストレステスト」「負債十分性テスト」を行い、その結果を保
険計理人が確認しています。ストレステストの結果、責任準備金
の基礎とした事故発生率では通常の予測を超える範囲でリスク
をカバーしていない場合には、責任準備金（危険準備金Ⅳ）を追
加して積み立てます。さらに、責任準備金の基礎とした事故発生
率では通常の予測の範囲でリスクをカバーしていない場合に、
負債十分性テストを行い、責任準備金に不足が認められたとき
には、責任準備金（保険料積立金）を追加して積み立てることに
より、適切な責任準備金の積立水準を確保することとしていま
す。

ストレステストにおける事故発生率の設定水準
ストレステストにおける事故発生率は、平成10年大蔵省告示
第231号の規定に従い、将来10年間に事故発生率が変動する
ことによる保険金の増加を99%の確率でカバーする水準とし
ています。

ストレステストの結果
ストレステストの結果、責任準備金の基礎とした事故発生率
が通常の予測を超える範囲でリスクをカバーしていることを
確認できたため、追加の責任準備金の積立は行っていません。
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当社はお客様の信頼を第一と考え、「個人情報の保護に関する法
律（個人情報保護法）」、「行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律（番号法）」およびその他の
関連法令、ガイドライン等を遵守し、お客様の個人情報を適切に
取り扱うとともに、正確性・機密性の保持に努めてまいります。
また、当社は個人情報保護の強化のため、従業者への教育・指導

1. 個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を取得します。
当社では、以下のような方法で個人情報を取得することがあります。
（個人情報取得方法の例）
　・ 保険契約申込書、保険金請求書などのお客様にご記入・ご提出いただく
書類による取得

　・ ウェブサイトの画面等へお客様にご入力いただくことによる取得
　・ コールセンター等にいただいたお問い合わせなどへ対応するためにお電
話の内容を録音あるいは記録することによる取得

　　※ 当社では、お問い合わせやご契約内容等の事実確認、電話応対の品質
向上にむけた研修への活用などのために、お電話の内容を録音・記録
することがございます。

2. 個人情報の利用目的
当社ではお客様とのお取引を安全確実に進め、最適な商品、サービスを提供さ
せていただくため、適法かつ公正な手段により業務上必要な範囲内のお客様の
情報を収集させていただいており、次の目的のために利用されます。
また、利用目的は、お客様にとって明確になるように具体的に定めるとともに、
取得の場面に応じて利用目的を限定するように努め、下記のとおりホームペー
ジ等により公表します。
利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ
等により公表いたします。
 (1)  ご本人かどうかの確認
 (2)  損害保険契約の見積、引受、維持、管理
 (3)  適正な保険金、給付金の支払
 (4)  当社および関連会社、提携会社等の各種商品・サービスの案内、提供、管理
 (5)  当社業務に関する情報提供・運営管理
 (6)  アンケートの実施や市場調査等ならびにそれらによる商品・サービスの

開発・研究
 (7)  再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
 (8)  他の事業者から個人情報（個人データ）の処理の全部または一部につい

て委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行
 (9)  お問い合わせ、ご依頼等への対応
   (10) その他保険事業に関連、付随する業務

3. 個人データの第三者への提供等
(1)  当社は、保険契約の引受リスクを適切に分散するために、再保険（再々

保険以降の出再を含みます。以下「再保険」）の対象となる保険契約の

特定に必要な個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金
額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する個人情報など再
保険の引受、維持・管理、保険金等の支払いに必要な個人データを再保
険会社に対し提供することがあります。

(2)  当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なくお客様の情報を第三者に
提供することはありません。 

 ・ 法令に基づく場合 
 ・ 業務遂行上必要な範囲で、保険代理店を含む委託先に提供する場合 
 ・ 当社関連会社との間で共同利用する場合
   （「8. 当社関連会社間での共同利用」をご覧ください）
 ・ 損害保険会社間等で共同利用する場合
   （「9. 情報交換制度等」をご覧ください）
(3)  当社は、個人情報保護法が定めるところにより、個人データを第三者に提

供した場合には当該提供に関する事項を記録し、また、第三者から個人デー
タの提供を受けるに際しては当該取得に関する事項を確認・記録します。

4. センシティブ情報のお取扱い
当社は、保健医療などのセンシティブ情報（金融分野における個人情報保護
に関するガイドライン第 5条に定められているものをいいます）を、次に掲
げる場合を除くほか、取得、利用、または第三者提供を行いません。
　・ 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき

業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提
供する場合

　・ 相続手続きを伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、セン
シティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合

　・ 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体も
しくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等のセンシティブ
情報を取得、利用または第三者提供する場合

　・ 法令等に基づく場合
　・ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
　・ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
　・ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

5. 特定個人情報のお取扱い
当社は、個人番号および特定個人情報について、「行政手続きにおける特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）」により、法
令で限定的に明記された目的である「保険取引に関する支払調書等の作成が

6 お客様に関する個人情報の取扱いについて（プライバシーポリシー）

を徹底し、個人情報の取扱い内容の見直しと、その継続的な改善
に努めてまいります。
個人情報につきましては以下の内容をご了解いただいたうえで
ご提供ください。
＊ 以下の各項目における「個人情報」および「個人データ」には、「個
人番号（マイナンバー）」および「特定個人情報」を含みません。

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当社（および当社所属の損害保険代理店）の勧誘方針を次のとおり公表しますの
で、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

「金融商品の販売等に関する法律」（金融商品販売法）の概要については、金融庁ホームページ（https://www.fsa.go.jp/
ordinary/kinyuusyouhin/index.html）をご覧ください。

5 勧誘方針（セールスポリシー）

1. 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な保険販売を心掛けます。なお、保険販売に際しましては、
お客さまにご理解いただけるような説明を行うよう常に努力してまいります。

2. お客さまの保険に関する知識、保険の加入目的、財産状況を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に適合した説明を行うよう心掛けるとともに、お客さま
の意向と実情に沿った適切な保険商品が選択できるよう常に努力してまいります。

3. お客さまと直接対面しない保険販売（例えば通信販売等）を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、より多くのお客さまにご理解いただけるよう
常に努力してまいります。

4. 万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のお支払いについて迅速かつ的確に処理するよう常に努力してまいります。
5. お客さまのさまざまなご意見等の収集に努め、それを保険販売に反映していくよう常に努力してまいります。
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必要な場合」を除き、取得、利用しません。
また法令で限定的に明記された場合を除き、個人番号および特定個人情報を
第三者に提供しません。また共同利用も行いません。
個人番号および特定個人情報の取扱いについては、このほか、6、7、11、
13をご覧ください。

6. 個人データの安全管理
当社は、取り扱う個人データ、個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失
またはき損の防止その他、個人データ、個人番号および特定個人情報の安全
管理のため、取扱規程等の整備および安全管理に係る実施体制の整備等、十
分なセキュリティ対策を講じます。
【SSL 対応について】
当社ウェブサイトではお客様の大切な個人情報を安全に送受信するために、
SSL の暗号化システムを使用しております。詳しくは当社サイトポリシーの
【SSL（Secure Sockets Layer）とは】をご参照ください。
【Cookie について】
当社ウェブサイトでは、ご利用状況に関するデータ収集や、統計資料作成のた
めにCookie を使用しています。Cookie とは、お客様が当社ウェブサイトに
アクセスされた際に、お客様のコンピュータに小規模の情報を送信・格納する
技術のことをいい、これにより当社では、お客様がどのページをご覧になった
かの記録を収集しています。こうした情報にはお客様を特定する個人情報は含
まれておらず、主として統計資料作成のために利用されます。
【ウェブビーコンについて】
当社ウェブサイトでは、お客様へ使いやすいサービスを提供するため、また、
当社ウェブサイトのご利用状況に関するデータ収集等の目的でクッキーの情報
およびウェブビーコンを使用しています。こうした情報にはお客様を特定する
個人情報は含まれておらず、主として統計資料作成のために利用されます。
詳しくは当社サイトポリシーの【ウェブビーコンに関して】をご参照ください。

7. 個人データ取扱いの委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部
に委託する場合があります。
当社が、外部に個人データの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準
を定めて、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、委託先に対す
る必要かつ適切な監督を行います。
当社では、以下のような場合に、個人データの取扱いを委託しています。
（委託する業務の例）（（6）は、上記5.の個人番号および特定個人情報を含みます。）
  （1） 保険契約の募集に関わる業務
  （2） AXAプレミアムロードサービスに関する業務
  （3） 保険金支払に関わる業務
  （4） 保険証券・その他帳票等の作成・発送に関わる業務
  （5） 情報システムの保守・運用に関わる業務
  （6） 個人番号関係事務に関わる業務

8. 当社関連会社間での共同利用
当社および当社関連会社は、その取り扱う商品・サービスを案内または提供す
るために、各社間で、以下のとおり、個人データを共同利用することがあります。
  （1） 共同利用者の範囲
  アクサ ジャパン グループ各社（アクサ・ホールディングス・ジャパン株式

会社およびその子会社）
  （2） 共同利用の利用目的
 ・ アクサ ジャパン グループ各社の取り扱う商品・サービスの案内・提

供および充実のため
 ・ アクサ ジャパン グループの経営管理のため
  （3） 共同利用する個人データの項目
  アクサ ジャパン グループ各社が保有するお客様情報（住所、氏名、電

話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載
された契約内容、保険金・給付金等の支払状況、保険契約の加入状況等
のお客様とのお取引に関する情報）

  （4） 個人データ管理責任者
 ・ 当社

9. 情報交換制度等
  （1）当社は、保険制度の健全な運営を確保し、また、不正な保険金請求を防

止するため、また、自賠責保険の適正な支払等のために、他の損害保
険会社等との間で、個人データを共同利用いたします。

  詳細につきましては一般社団法人 日本損害保険協会、一般社団法人 日
本少額短期保険協会および損害保険料率算出機構のホームページ等を通
じてご確認ください。

 ・一般社団法人 日本損害保険協会　http://www.sonpo.or.jp
 ・一般社団法人 日本少額短期保険協会　http://www.shougakutanki.jp
 ・損害保険料率算出機構　http://www.giroj.or.jp

  （2）  当社は、損害保険代理店の適切な監督や職員採用等のために、損害保険
会社との間で、損害保険代理店等の従業者に係る個人データを共同利用
しております。また、損害保険代理店への委託等のために、一般社団法
人 日本損害保険協会が実施する損害保険代理店試験の合格者等の情報

に係る個人データを共同利用しております。
  詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ
（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。

10. ご契約内容・事故に関するご照会
ご契約内容に関するご照会につきましては、下記の電話番号にお問い合わせ
ください。ご照会者がご本人であることを確認させていただいたうえで、対
応いたします。また、事故に関するご照会につきましては、既にご通知させて
いただいている担当部署にご本人から直接ご照会ください。
　＜ご契約内容に関するご照会先＞
　　(自動車保険) 電話番号：0120－193－877 （通話料無料）
 受付時間　月曜－金曜　 9:00 ～20：00
 　　　　　土・日・祝　 9:00 ～17：00
　　（入院手術保険） 電話番号：0120－937－875 （通話料無料）
 受付時間　月曜－金曜　 9:00 ～18：00
 　　　　　土　 9:00 ～17：00　※日・祝日休み
　　(傷害保険) 電話番号：0120－974－297 （通話料無料）
 受付時間　月曜－日曜（祝日含む） 9:00 ～18：00
　　（ペット保険） 電話番号：0120－324－384 （通話料無料）
 受付時間　月曜－金曜　 9:00 ～18：00
 　　　　　土　9:00 ～17：00　※日・祝日休み

11. 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正、利用停止等のご請求
個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関
する事項の通知、開示、訂正、利用停止等をご請求される場合は、下記「13．
お問い合わせ窓口」までお申し出いただき、当社所定の請求書類等をご提出
ください。後日、原則として書面にて回答させていただきます。なお、ご本
人以外からのご請求については、代理権の存在を示す資料（委任状など）の
ご提出が必要となります。お客様からの開示等のご請求に関しましては、当
社所定の手数料をいただく場合があります。
当社が、必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合
には、その結果に基づいて正確なものに変更させていただきます。

12. 匿名加工情報の取扱い
(1)   匿名加工情報の作成
当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別す
ることができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を
作成する場合には、以下の対応を行います。
・ 法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・ 法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報
の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
・ 作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
・ 作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと

(2)   匿名加工情報の提供
当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする
匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法を公表す
るとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情
報であることを明示します。

13. お問い合わせ窓口
当社は、個人情報、個人番号および特定個人情報ならびに匿名加工情報の取
扱いに関する苦情・相談に対しまして、適切・迅速に対応いたします。
当社からの電子メールや郵便あるいは電話などによるサービス等のご案内、
および当社関連会社間等でのお客様情報の共同利用について、お客様がご希
望されない場合は、下記のお問い合わせ先までお申出ください。
契約管理その他当社業務上必要な場合を除き、取扱いを停止させていただきます。
当社の個人情報、個人番号および特定個人情報ならびに匿名加工情報の取扱
いや保有個人データに関するご照会・ご相談、その他のお問い合わせは、下
記までご連絡いただきますようお願いします。
　＜お問い合わせ先＞ 

お客様相談室
所在地：〒111-8633　東京都台東区寿2丁目1番13号
電話番号：0120－449－669（通話料無料）
受付時間 　月曜－金曜　9:00 ～17:00

当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人 日本損害保険協会の対象
事業者です。
同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けて
おります。
　＜お問い合わせ先＞   
　　一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽADRセンター東京
　　（損害保険相談・紛争解決サポートセンター東京）
　　所在地 〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町2-105
 ワテラスアネックス7階
　　電話 03-3255-1470
　　（受付時間：午前9時～午後5時　土日祝祭日および年末年始を除く）
　　ホームページアドレス（http://www.sonpo.or.jp）
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内部監査体制の強化、リスク管理体制の見直しにより、商品開
発、保険金支払管理等各種リスクに係る課題が発生した場合の
経営報告および対応体制を整備しています。

保険金等の支払業務は、損害保険会社の業務において、最も重要な責務であり、当社においても、「保険金等支払管理態勢の構築に
係る方針」を制定し、支払管理態勢の整備・強化に向けた取組みを行ってまいりました。
このことは、“あらゆるお客さまに対して、生涯を通じてニーズにお応えする”アクサのコアビジネスであるフィナンシャル・プロ
テクションに直結するものです。
今後もより一層の強化に努め、適正な支払いを行うための態勢の整備に取り組んでまいります。

保険金支払プロセスにおける支払漏れのチェック機能を強化
するため、システムの改定を行い、また、保険金支払漏れの有無
を毎月チェックする検証態勢を整備しています。
保険金支払マニュアルの見直し、事前審査制度の導入、免責事
案についての保険金支払部門以外による社内審査、外部専門家
による検証規定の策定、社員教育、研修の充実等、適正な保険金
支払に向けて管理態勢を整備しています。これらの取組みにつ
いて一層充実させてまいります。

保険商品の補償内容とお支払いできる保険金について、お客さまに
分かりやすくご説明するために、ホームページ、商品パンフレット、重
要事項説明書等の説明資料の見直しを適宜行っています。
事故報告および保険金請求の際に、お客さまのご契約内容と事故
内容に基づき、お支払いが想定される保険金の補償内容を分かり
やすく説明した資料をご案内しています。これらお客さまに対する
説明を一層強化いたします。

支払査定を行う社員にはスキル向上の一環として、定期的に
社内研修を実施するとともに、社外弁護士による専門的な研
修を行い、支払担当者の知識・能力の向上を図っています。

当社では、保険金支払の適切性を検証するための機関として、
2009 年4月に「保険金支払審査会」を設立いたしました。保険
金支払に該当しないと判断されたご契約で、当審査会での審議
をお申し立ていただいた事案に対し、その妥当性について社外
弁護士を交えた保険金支払部門以外のメンバーで客観的に審
査し、当該事案の最終的な保険金の支払可否を決定してい
ます。
2018年度（2018年4月～2019年3月）は、「保険金支払審査会」
において1件の審査を行いました。

当社では、適切な保険金支払業務を確保し、お客さまの利益を
保護することにより、お客さまにご納得、ご安心いただける保険
金等支払管理態勢のさらなる強化に向け、取り組んでまいり
ます。

8 保険金等支払管理態勢

2 保険金等支払管理態勢の整備

3 お客さまに対する説明態勢の整備

1 経営管理（ガバナンス）態勢の整備

5 保険金支払審査会について

4 研修および教育体制の整備

当社は、利益相反について定められた法律その他の法令、ガイ
ドライン、会社規程等を遵守します。

当社は、利益相反のおそれのある取引をあらかじめ特定・類型
化します。 
当社は、特定・類型化した取引について、その管理方法を個々に
定める等必要な措置を講じることにより、利益相反を適切に管
理し、お客さまの利益が不当に害されることを防止します。 

当社は、利益相反管理責任者および利益相反管理統括部署を設置
しています。
利益相反管理統括部署は、利益相反管理責任者のもと、関連部署と
連携して利益相反のおそれのある取引の管理を行っています。

当社は、当社が行う取引によりお客さまの利益が不当に害されること（以下、「利益相反」といいます）のないよう、利益相反について
定められた法令等を遵守し、利益相反管理体制を整備するとともに、会社規程として「利益相反管理方針」を定めています。
当社は、本管理方針に基づき、適切に業務を行っています。なお、本管理方針の概要は以下のとおりです。

7 利益相反管理体制

当社は、係る特定・類型化および管理のために行った措置につ
いて記録し、作成の日から5年間その記録を保存します。 
当社は、特定・類型化した取引について定期的に検証し、その検
証結果を受けて、その記録の更新等を行うことにより、管理体
制の実効性を確保します。

1 法令等の遵守

2 利益相反のおそれのある取引の管理
3 社内体制の整備

アクサ損害保険の現況Ⅰ
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当社は、業務の健全かつ適切な運営の確保に向けたコンプライアンスの徹底およびリスク管理の強化を支援し、お客さまの安心と利
便性の向上に資する監査・検査体制の強化、充実に取り組んでいます。
社外監査法人、監査役および内部監査部が相互に連携し、内部統制の有効性について検証・評価し、監査の実効性確保に努めています。

10 監査・検査体制  

保険業法に基づく金融庁による検査等を受けています。また、
会社法に基づき、PwCあらた有限責任監査法人による会計監
査を受けています。

他の部門から独立した内部監査部が、取締役会の承認を得た監
査計画に基づき当社業務の内部管理態勢の有効性・効率性を評
価し、是正・改善に向けた提言、さらに対応状況の確認を行って
います。また、監査結果については、社内規程「内部監査規則」に
基づき、取締役会等へ報告しています。
監査役は、会社法の定めにより、取締役の職務執行に関わる監査
ならびに会計監査を実施しています。

1 社外の監査・検査体制 2 社内の監査体制

当社は、反社会的勢力との関係を遮断し被害を防止するため、以下のとおり基本方針を定め、宣言します。

9 反社会的勢力に対する基本方針

1． 当社は、反社会的勢力による不当要求に対して、社長以下組織全体として対応するとともに、対応する従業員の安全
を確保するための体制を整備します。

2． 当社は、損害保険会社に対する公共の信頼を維持し、損害保険会社の業務の適切性および健全性を確保するため、反
社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。

3． 当社は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊
密な連携を構築していきます。

4． 当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、被害が生じた
場合には刑事事件として被害届の提出または告訴・告発を行います。

5．当社は、いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引、資金提供等は絶対に行いません。 
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● 個人のお客さまを対象とした通信販売によるリスク細分型の自動車保険・バイ
ク保険です。

1） 対象とするお車
対象とするお車は、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、
自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン
以下）、自家用普通貨物車（最大積載量0.5 トン超２トン以下）、特種用途自動車
（キャンピング車）、自家用二輪自動車および原動機付自転車となります。

2） 主な補償内容
対人賠償をはじめ対物賠償、自損事故、無保険車傷害、搭乗者傷害、人身傷害
（搭乗者傷害および人身傷害につきましては、いずれかをお選びいただくこと
も可能です。）を基本補償としています。
さらに車両保険、地震・噴火・津波危険「車両全損時一時金」特約、弁護士費用
等補償特約、アクサ安心プラスなどを任意にお選びいただけます。

3） 示談交渉サービス
対人事故および対物事故については、お客さまと被害者の同意のもと、当社が
示談交渉サービスを行います。また、アクサ安心プラスを付帯されたお客さま
の場合には、日常生活や住宅の所有・使用・管理に伴う賠償事故が発生した場
合にも、示談交渉サービスを実施しています。

●アクサダイレクト総合自動車保険の特長
1） 合理的な保険料を算出
お客さまのライフスタイルごとに適切に対応できるよう、運転者の年齢、居住
地域、免許証の色によるリスク区分を導入するとともに、ご契約のお車の使い
方などの要素（使用目的、年間予想最大走行距離、車齢）も反映することで、そ
れぞれのお客さまに応じた合理的な保険料を算出しています。

2） 充実したAXAプレミアムロードサービスの提供
自宅での故障にも対応したAXAプレミアムロードサービスを全てのお客さ
まにご提供することでサービスの充実に努めています。

3） インターネット割引
インターネットでご契約手続きをしていただいた場合には、新規契約の場合、
保険料を最大20,000 円割り引きます。

1 アクサダイレクト総合自動車保険

11 主な取扱商品

アクサダイレクト総合自動車保険の主な販売・改定状況

1999年 7月 「アクサダイレクト総合自動車保険」の販売を開始

2002年 11月 「インターネット割引」を新設

2004年 3月 「インターネット継続割引」を新設

8月 「ペット搭乗中補償特約」を含む特約パッケージ「アクサ安心プラス」の販売を開始
「弁護士費用等補償特約」の販売を開始

2005年 4月 リスク細分型によるバイク保険（二輪・原付）の販売を開始

2008年 2月 休日の事故対応サービスを拡充し、スピーディーな初期対応を実施

10月 「対物全損時修理差額費用補償特約」の販売を開始

2010年 4月 「紹介契約者割引」を新設

2012年 2月 引受対象車種を拡大
年齢条件の適用範囲を同居の親族などへ縮小
運転者限定に「夫婦型」と「本人型」を追加
年齢条件および運転者限定の対象車種に貨物車等を追加
「日常生活賠償責任保険特約」に示談交渉サービスを導入

4月 インターネット割引を最大 10,000 円に拡大

10月 ノンフリート等級別料率制度の改定

アクサ損害保険の現況Ⅰ
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ご家庭で飼育されているペット（犬または猫）を対象とした通信販売によるペット保険です。

1） 補償内容
ペットがケガや病気により国内で獣医師の治療を受けた場合に、お客さまが
負担された治療費をご加入の補償プランに従ってお支払いいたします。また、
ペットが他人に噛み付いたり、他人の物を壊したりして、飼い主に法律上の賠
償責任が生じた場合に、保険金をお支払いする「ペット保険賠償責任危険補
償特約（示談交渉付）」を任意に付帯することができます。

2） 選べる補償プラン
プラン50 とプラン70 の2 つのプランがあります。プラン50 では保険期間中
に治療費の50% を50 万円限度に、またプラン70 では保険期間中に治療費の
70%を70 万円限度に保険金をお支払いいたします。
保険期間中の支払限度額内であれば、保険金の支払回数や治療1 回当たりの
支払額に上限を設けていませんので、安心して治療に専念していただけます。

3） 2 種類の保険料割引
インターネットでご契約いただいた場合に、一定の条件のもとで初年度の保
険料を3,000 円割り引きます。また、ペットを特定できるマイクロチップを装
着している場合には、マイクロチップ割引が適用されます。

4） ペット健康相談サービス
ペットのケガや病気、しつけなどに関する相談に対して、24 時間365日獣医師が
お答えする無料の電話相談サービスが、全ての契約に付帯されています。

2 ペット保険

ペット保険の主な販売･改定状況

2011年 4月 「ペット保険」の販売を開始

6月 アリアンツ火災海上保険株式会社からペット保険契約を包括移転により継承

2013年 10月 継続契約可能なペットの年齢制限を廃止

2014年 2月 株式会社ベネッセコーポレーションと提携し、ブランド名を「アクサダイレクト いぬのきもち保険・ねこのきもち保険」へ変更

10月 「ペット保険賠償責任危険補償特約」に示談交渉サービスを導入

2016年 2月 生後 0日齢のペットから契約できるように引受範囲を拡大
クレジットカードによる分割 12回払いの取扱いを開始

10月 新規でご加入いただく際のペットの年齢条件を満 8歳までに引下げ

2017年 8月 ブランド名を「アクサダイレクトのペット保険」へ変更

9月 治療費用補償および「ペット保険賠償責任危険補償特約（示談交渉付）」の料率区分細分化

2013年 2月 「地震・噴火・津波危険『車両全損時一時金』特約」の販売を開始

10月 「人身傷害補償特約」に重度後遺障害時の保険金額倍額支払規定を新設

2014年 8月 ハーレーダビッドソン専用任意バイク保険の新ブランド「HARLEY | モーターサイクル保険™」の販売を開始

2015年 11月 クレジットカードによる分割 12回払いの取扱いを開始

12月 YAMAHA SPORTS PLAZA専用の任意バイク保険 「YSP ダイレクトバイク保険」の販売を開始

2016年 2月 トライアンフ専用任意バイク保険の新ブランド「TRIUMPH RIDER INSURANCE」の販売を開始

3月 年齢条件の適用範囲を変更し被保険者の範囲を拡大
車両保険にセットされる「身の回り品保険」の支払基準を再調達価額に変更

2017年 3月 自家用二輪自動車の料率を排気量別に細分化
「弁護士費用等補償特約」の改定

2018年 3月 「被害者救済費用補償特約」の販売を開始（全ての契約に自動付帯）

7月 インターネット割引を最大 20,000 円に拡大

10月 ASV割引を新設

2019年 1月 「運転者限定特約」「他車運転危険補償特約」「弁護士費用等補償特約」の改定
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12 お客さまサービス

お客様相談室
電話番号：0120-449-669　受付時間　9：00 ～17：00（土日祝・12月31日～1月3日を除く）
当社では、保険金支払の適切性を確保するために、お客さまより不服のお申し出がなされた事案について、社外の弁護士や有識者を含
めた委員により構成される保険金支払審査会を設けています。
保険金支払に関する再審査制度受付
専用番号：0120-999-371　受付時間　9：00 ～17：00（土日祝・12月31日～1月3日を除く）

当社では、お客さま本位の業務運営を推進し、お客さまへ最善の
利益を提供するため、多くのお客さまより、お声をお寄せいただけ
るように「お客様相談室」を設置しています。
お客様相談室では、お客さまのご意向に沿う保険商品をお選び
いただけるように保険相談をはじめ、苦情、ご意見、ご要望を承り、

各関係部門と緊密に連携して、お客さまのご指摘事項の解消に
努めています。
また、お客さまよりいただいた声は、経営資源のひとつとして、社
内共有後、組織横断的に改善策を協議し、商品・サービスの改善に
活用しています。

3 保険相談

AXAプレミアムロードサービスは、アクサダイレクトの自動車
保険・バイク保険の全契約に自動付帯されており、事故や故障
でご契約車両が自力走行できない場合などにご利用いただけま
す。トラブルの際は、24時間365日、全国約10,300カ所（2018年

12月末日現在）のサービス拠点からお客さまをサポートします。
「レッカーサービス」などの車両へのサポートはもちろん、ご搭
乗者向けに「宿泊・帰宅費用サービス」や「ペット宿泊費用サー
ビス」などもご用意しています。

1「アクサダイレクト総合自動車保険」ご契約者さま用AXAプレミアムロードサービス

ご注意 ①ご契約の車両が原付・バイクの場合については、サービスの内容が異なる場合や一部サービスをご利用いただけない場合があります。
 ②サービスには所定の条件があります。ご利用にあたりましては、事前にロードサービスセンターへのご連絡が必要です。
 ③ご契約の初年度と2年目以降のサービスには、一部内容が異なるものがあります。

ロードサイドサービス
故障などでご契約車両が自力走行不能の場合、「燃料補給作業」
や「タイヤ交換作業」など、現場における応急作業を行います。

修理後車両搬送・引取りサービス
修理完了後のご契約車両を、お客さまの指定先に無料で搬送しま
す。引取りの場合は当日の片道交通費を1名分お支払いします。

レッカーサービス
事故・故障でご契約車両が自力走行不能の場合、ロードサービスセン
ターが指定する最寄りの修理工場、もしくはお客さまが指定される
工場まで搬送します。

宿泊・帰宅費用サービス
事故・故障で帰宅不可能の場合、事故・故障現場から帰宅または旅行
を継続するための交通費、もしくは宿泊費用を1泊までお支払いし
ます。

玄関カギ開けサービス
対象住宅のカギを忘れたり紛失したりした場合に、専門業者によ
る緊急開錠を行います。（2年目以降ご継続の方のみ）

ペット宿泊費用サービス
帰宅不可能の場合、ご契約車両に乗車のペットの宿泊費を1泊まで
お支払いします。

「アクサダイレクトのペット保険」ご契約者さま用サービス

獣医師による24時間ペット健康相談サービス
「アクサダイレクトのペット保険」にご契約いただいたお客さまには、ペット
（犬、猫）の突然のケガや病気、しつけなどで困ったときに、24時間365日、獣医師
が電話で相談をお受けするサービスをご用意しています。

2

1および2のサービスは、当社の提携会社が提供するものです。詳細は当社ウェブサイト（www.axa-direct.co.jp）をご覧ください。

アクサ損害保険の現況Ⅰ
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お声の区分 1Q 2Q 2018年度
上半期 3Q 4Q 2018年度

下半期
2018年度
合計

＜苦情＞ 2,087 1,724 3,811 1,575 1,941 3,516 7,327

　　　　契約・募集行為 1,170 945 2,115 806 1,034 1,840 3,955

　　　　契約の管理・保全 390 280 670 228 399 627 1,297

　　　　保険金 479 437 916 466 393 859 1,775

　　　　その他 48 62 110 75 115 190 300

＜ご意見・ご要望＞ 94 103 197 97 155 252 449

  合　　  計 2,181 1,827 4,008 1,672 2,096 3,768 7,776

2018年度（2018年4月から2019年3月）の苦情受付状況は次のとおりです。

-3 お客さまの声の受付状況

「一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽADRセンター」
（手続実施基本契約を締結している指定紛争機関）

「一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽADRセンター」
以外の損害保険業界関連の紛争解決機関

当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である「一般社団法
人 日本損害保険協会そんぽADRセンター」と手続実施基本契約
を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、
解決の申立てを行うことができます。「一般社団法人 日本損害保
険協会　そんぽADRセンター」は、保険の事業者に関する苦情
や、お客さまと保険事業者に関するトラブルを、公正・中立・簡易・
迅速に解決することを目的に設立された専門機関です。
法律の規定に基づき、受け付けた苦情について保険事業者に解決
を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間でトラブ
ルを解決できない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士な
どが中立・公正な立場から和解案を提示し、紛争解決手続きを実
施します。
「一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽADRセンター」の連絡
先は以下のとおりです。
電話番号： 0570-022-808（ナビダイヤル、全国共通・通話有料）

PHSやIP電話からは　03-4332-5241
受付時間：月～金　9：15 ～17：00
 （土日、祝日、年末年始を除く）
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
http://www.sonpo.or.jp/

〇「一般財団法人　自賠責保険・共済紛争処理機構」
自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる紛争の、
公正かつ的確な解決を通じて、被害者の保護を図るために設立され、国
から指定を受けた紛争処理機関として、一般財団法人 自賠責保険・共済
紛争処理機構があります。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識
を有する弁護士、医師、学識経験者などで構成する紛争処理委員が、自
賠責保険（自賠責共済）の支払内容について審査し、公正な調停を行い
ます。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保険（自賠責共済）の保険金
（共済金）の支払いをめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。
詳しくは、同機構のホームページ（http://www.jibai-adr.or.jp）を
ご参照ください。
〇「公益財団法人　交通事故紛争処理センター」
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解
決するために、相談・和解のあっせんおよび審査を行う機関として、公
益財団法人 交通事故紛争処理センターがあります。全国11カ所にお
いて、専門の弁護士が公正、中立な立場で相談・和解のあっせんを行う
他、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験者および
弁護士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。
詳しくは、同センターのホームページ（http://www.jcstad.or.jp）
をご参照ください。

-1 中立・公正な立場で相談などを行う機関のご紹介

-2 お客さまの声を活かす取組み

←
指示

報告
→

カスタマー
サービスセンター

損害
サービスセンター

ロード
サービスセンター

お客様相談室

行政各機関・
そんぽＡＤＲセンター

お
客
さ
ま
の
声

報告
→
←

対応支援
分析共有

カスタマーサービス部門 お客様相談室

商品開発部門 マーケティング部門

IT 部門 コンプライアンス部門

CX 向上会議

ご意見
ご要望
苦　情
→
←
ご報告
ご回答

経
営
会
議

新しい顧客体験の追求 ( 業務プロセス改善・新商品開発 )

お客さまの声収集

実行

アクションの策定

課題の抽出
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13 保険のしくみ

保険制度とは、同一の危険にさらされている多数の人々が、統
計学を利用して算出されたリスクに応じた保険料を支払うこ
とにより、事故による経済的損失が万一発生した場合に、保険
金を受け取ることができるしくみです。
一つひとつの事故は、それぞれ個々の面から見れば偶然に発
生しているわけですが、同一危険の集団を見れば、一定の確率
で発生していることが分かります。これが「大数の法則」です。
損害保険は、この「大数の法則」に基づき相互にリスクを分散
することによって経済的補償を得る制度といえます。このよ
うにして、損害保険は個人の生活や企業経営の安定に寄与し
ています。

-1 保険制度

お引受けした保険契約にはさまざまな危険（リスク）が混在する
ために、一保険会社で負担することが不可能な場合があります。
そのため、国内や海外の他の保険会社に一定部分を再保険に出
したり（出再）、また逆に再保険を引き受けたり（受再）して危険
の平均化・分散化を図っています。これにより、毎年の損害率の
安定すなわち事業成績の安定と引受能力の補完を図っています。

-3 再保険

-2 損害保険契約の性格
損害保険契約とは、保険会社が一定の偶然な事故によって生ず
ることのある損害をてん補することを約束し、保険契約者がこ
れに対してその保険料を支払うことを約束することによって効
力を生ずる契約をいいます。したがって、損害保険契約は、双務・
有償契約であり、保険会社と保険契約者の合意のみで有効に成
立する不要式の諾成契約です。
しかし、多数の契約を迅速かつ正確に引き受けるため、実務上は
保険契約申込書を作成し、保険会社は契約締結の証として保険
証券などを保険契約者に発行しています。

1 損害保険のしくみ

ご契約のお申し込みにあたっては、普通保険約款・特約の内容
および保険申込書などの記載内容を十分にご確認いただくこ
とが必要です。特に保険申込書は保険会社と契約者・被保険者
の双方を拘束する重要なものであり、記載内容が事実と相違
していた場合は保険金をお支払いできないことがありますの
で、お申し込みいただく前に十分にご確認ください。

-2 ご契約時の留意事項

ご契約のお申し込みに際し、よく理解していただく必要のあ
る内容については、「パンフレット」および「重要事項説明書
（契約概要・注意喚起情報）」などで、約款の概要および重要な
事項についてご案内しています。
ご契約のお申し込み時にはこれらの資料の記載内容を十分に
ご確認いただきますようお願いいたします。

-3 約款に関する情報提供方法

約款とは、保険会社と契約者・被保険者双方の権利・義務な
どの保険契約の内容を定めたもので、基本的な内容を定めた
普通保険約款と、個々の契約によって内容を補足・変更する
ための特約から構成されています。
約款には主に以下の内容が規定されています。
① 保険金の支払対象となる事故と保険金の内容について
② 保険金が支払われない場合について
③ 契約時に保険会社に正しく申し出る必要がある事項の告
知について（告知義務）

④ 契約後に契約内容に変更があった場合に保険会社に申し
出る必要がある事項の通知について（通知義務）

⑤ 契約が無効、失効、解除となる場合について

-1 約款とは

2 約款

保険料は、当社の案内に従って所定の払込方法（コンビニエン
スストア払い・クレジットカード払い・口座振替払いなど）に
よりお支払いいただきます。定められた期日までに保険料のお
支払いがない場合、事故が起きても保険金をお支払いできませ
んのでご注意ください。
なお、保険契約が失効した場合や解除された場合には、約款の
規定に従って保険料をお返しいたします。ただし、お返しできな
い場合もありますので、詳しくは約款などをご確認ください。

-1 保険料のお支払い・返還
保険料率は、事故が発生したときに保険会社が支払う保険金
に充てられる「純保険料率」と、保険会社の運営や募集の経費
などに充てられる「付加保険料率」から成り立っており、「純
保険料率」については、当社が金融庁から認可を取得したもの
を適用しています。
なお、自動車保険、傷害保険などの純保険料率については、損
害保険料率算出機構が参考純率を算出し、会員保険会社に提
供しています。

-2 保険料率

3 保険料

アクサ損害保険の現況Ⅰ

28



• お申し込みの際は、重要事項説明書、パンフレット類やホー
ムページ上の記載内容を十分ご確認いただいた上でご契約
ください。

• 申込書またはホームページ上の契約申込画面には正しくご
申告ください。

• 自動車保険をご契約される場合は、事故歴や保険の対象とな
る車両の所有者、使用目的などを正しくお知らせください。

※ 万一、ご申告いただいた内容が事実と異なっている場合に
は、保険料の差額をお支払いいただく/ 保険金をお支払いで
きない/ 保険契約を解除することがありますので、ご注意く
ださい。

-3 ご契約時にご注意いただきたいこと
保険証券は大切に保管してください。
保険証券記載内容に関わる変更（例 : お車の買い替えによる
車種の変更や住所変更など）が生じたときは、直ちに当社へご
連絡ください。ご連絡が遅れますと、契約を解除し、保険金を
お支払いできない場合があります。
なお、保険証券を紛失された場合も、当社へご連絡ください。
お問い合わせ先電話番号：0120-193-877（通話料無料）

-4 ご契約後のご注意

お客さま
代理店 損害保険会社

(アクサダイレクト)

保険契約締結の
代理または媒介

保険契約締結

代理店委託契約

当社の通信販売における契約締結の方法は、大きく分けて、
「電話および郵送」を利用する方法と「インターネット」を利
用する方法の二つの方法があります。
「電話および郵送」では、当社カスタマーサービスセンターよ
り電話にて各取扱商品について保険料のご案内や商品説明を
させていただいた後に、資料などを郵送させていただきます。
当該資料の内容をご確認の上、保険契約のお申し込みおよび
保険料のお支払いをしていただき、お手続き完了となります。
また、「インターネット」経由による当社ホームページを利用
した手続きでは、各取扱商品の説明、資料請求や保険料の見積
りだけでなく、契約締結まで完了させることができます。
（当社ホームページURL  http://www.axa-direct.co.jp）
なお、補償内容などの契約条件につきましては、契約成立後に郵
送する保険証券・継続証または当社ホームページのお客さま専
用ページ(マイ・アクサファイル)にて、再確認をお願いしています。

-1 通信販売の契約締結のしくみ

4 契約締結のしくみ

当社では、代理店委託契約において、ほとんどの保険代理店に
委託している業務は、保険契約の媒介となります。媒介代理店
には保険契約の締結権がありませんので、お客さまに対して
当社商品の説明を行うことや、保険料の試算やより詳しい内
容などをお客さまにご確認いただくために当社のカスタマー

-2 代理店販売の契約締結のしくみ
サービスセンターやホームページまでお客さまをご案内する
ことが主な業務内容となります（保険契約の締結権を有して
いる保険代理店につきましては、契約の締結に係る業務まで
行います）。

( お申込資料など )
契約内容のご確認

（ホームページ）
契約内容のご確認とお申し込み

（お申込書）
ご返送(郵送)によるお申し込み

お見積りのご依頼

保険料のお支払手続き
(コンビニエンスストアからの払い込みまたはクレジットカード払い )

保険証券のお受取り

インターネットを利用 電話を利用
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お客さまにご満足いただける損害サービスを目指し、当社では、事故はもちろん故障の場合でも、スピーディーで安心・充実の
サービス体制を整えて、お客さまをサポートいたします。

5 保険金のお支払いのしくみ

-1 充実の事故対応サービス

24時間365日、事故受付 24 時間365 日、事故を受付いたします。

初期対応サービス
平日・休日（年末年始を除く）にかかわらず、9：00～19：00までに受付が完了した事故は、
必要に応じて、当日中に当社社員が相手方、修理工場、医療機関などの関係先に連絡を行い、
お客さまにその結果をご報告いたします。

1事故専任チーム制
ケガを伴う人身事故や双方に過失が発生する物損事故などは、経験豊富な専任担当者が連
携し、責任をもって相手方との示談交渉にあたります。

クイック事故対応サービス

軽微な車両単独事故については、集中処理センターにおいて担当し、1日でも早く事故解決を
行い、スピーディーなお支払いを実施しています。
また、特に対応が急がれる、お客さまに100%の責任がある事故については、休日でも専任担当
者が、被害者への連絡、代車手配、示談交渉など幅広い事故対応サービスを行います。

お客さまのニーズに合わせた
途中経過のご連絡

電話でのご連絡に加え、ウェブサイトやはがき・E メール・SMS でも事故の途中経過につい
てご連絡いたします。

A
X
A
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ー
ビ
ス

重傷事故急行サービス
事故の相手方が死亡または入院された場合は、お客さまのご要望に応じて、全国に約91名
いる専門スタッフ（2019年4月1日現在）が訪問し、お見舞いなどのアドバイスや事故解決
までの流れや書類の記入方法などについてご説明をいたします。

訪問面談サービス

当社は、事故対応をする担当者の他に必要に応じて出向し面談する訪問社員を設置してい
ます。
訪問社員は、日本全国のお客さまや被害者の方を訪問し、面談による説明で事故解決までの
サポートにあたっています。
この訪問社員制度により、当社のオフィスから遠隔地にお住まいのお客さまや被害者の方
にも安心を提供いたします。
損害サービス拠点（2019 年4月1日現在）：北海道、宮城、東京、愛知、福井、大阪、広島、高知、
福岡の9都道府県

アクサ損害保険の現況Ⅰ
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サービスセンター拠点 2019年4月1日時点
損害サービス第一部

自動車サービスセンター一課 0120-938-167

自動車サービスセンター二課 0120-127-082

自動車サービスセンター三課 0120-997-363

傷害サービスセンター課
0120-998-278/
0120-936-509

損害サービス第二部

自動車サービスセンター一課

第一チーム 0120-337-988

第二チーム 0120-975-573

保険金お支払チーム 0120-975-573

自動車サービスセンター二課

第一クイックサービスチーム 0120-997-725

第二クイックサービスチーム 0120-323-028

第三クイックサービスチーム 0120-997-391

第四クイックサービスチーム 0120-997-724

車両調査課 03-6732-0743

損害サービス第三部

自動車サービスセンター一課 0120-997-738

自動車サービスセンター二課 0120-997-739

自動車サービスセンター三課 0120-778-022

自動車サービスセンター四課 0120-575-730

損害サービス第四部

自動車サービスセンター一課 0120-945-070

自動車サービスセンター二課 0120-945-330

自動車サービスセンター三課 0120-577-546

自動車サービスセンター四課 0120-998-276

損害サービス第五部

ペット保険サービスセンター 0120-800-044

傷害サービスセンター

第一傷害チーム 0120-020-092

第二傷害チーム 0120-020-092

第三傷害チーム 0120-020-092

第四傷害チーム 0120-127-081

損害サービス統括部 0120-091-077

フィールドサービスオフィス 03-6732-6109

全国サービスネットワーク 2019年1月1日時点

AXA パイロットガレージ 　807 拠点

損害調査ネットワーク 　407 拠点

弁護士ネットワーク 全国主要都市

-2 安心のサービスネットワーク
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事故現場での緊急措置アドバイス
AXAプレミアムロードサービスの手配

AXAパイロットガレージ（指定修理工場）のご紹介
無料で事故車両引取・代車・納車サービスを実施

保険金請求意思の確認と手続き

専任の担当者をご案内
事故解決までのプロセスのご説明

お客さまからの最初のお電話でスタート。事故現場の緊急措置のアドバイスやAXAプレミアムロードサービスの手配といっ
た事故受付から解決までのプロセスをご説明し、お客さまの「不安」を「安心」に変えます。

　 ※夜間は、事故受付とAXAプレミアムロードサービスの手配を行い、翌営業日に専任担当者からお客さまへご連絡いたします。

●電話の場合
事故受付サービスセンター　（24 時間・年中無休）
0120-699-644 （通話料無料）
（携帯電話からもご利用になれます）

●インターネットの場合
当社ホームページ上からのオンラインによる事故受付も可能です。事故のご報告を受付後、専任担当者よりご連絡いたします。
https://axa-direct.co.jp/acc1

-3 事故受付・対応

事故や故障が発生したら・・・

代理店は損害保険会社と損害保険代理店委託契約を締結し、
それに基づいて保険会社の代わりに保険募集を行い、保険契
約締結の代理もしくは媒介（注）を行うことを主たる業務として
います。保険の相談、事故発生時における事故の受付や保険会
社への報告など、その他必要な業務のうち、保険会社が特に指
示した業務も行っています。代理店が保険契約締結の代理を
行う場合には、保険料の領収、保険料領収証の発行・交付も
行っています。
（注） 損害保険代理店が保険募集を行うときは、保険業法第294条に基づき、お客さ

まに対し、「保険会社を代理して保険契約を締結」するか「保険契約の締結を
媒介」するかを明示しています。

損害保険代理店として保険募集を行うためには、保険業法第

当社は適正な保険募集態勢を確保するために、所属代理店の
保険募集に従事する役員・使用人に対し、所定の教育を実施し
ています。

当社の代理店数は、2019年3月31日現在、全国で190店です。

外務社員・代理店研修生制度はありません。

-1 代理店の役割と業務内容

-2 代理店登録

-3 代理店教育

-4 代理店数

-5 外務社員・代理店研修生

6 損害保険代理店
276条に基づき財務局に登録しなければなりません。また、代理
店の役員・使用人として保険契約の募集を行う人は保険業法第
302条に基づき、財務局に届け出なければなりません。

アクサ損害保険の現況Ⅰ
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Ⅱ  業績データ 当社の主要業務に関する事項

1 主要な業務の状況を示す指標の推移

項目
年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

元受正味保険料 45,964 百万円 49,300 百万円 51,447 百万円 52,992 百万円 54,064 百万円

正味収入保険料 35,644 百万円 43,486 百万円 49,929 百万円 52,099 百万円 53,169 百万円

経常収益 36,416 百万円 44,506 百万円 50,540 百万円 53,407 百万円 54,911 百万円

経常利益 2,910 百万円 1,086 百万円 1,495 百万円 6,283 百万円 6,415 百万円

当期純利益 2,594 百万円 738 百万円 1,145 百万円 4,330 百万円 4,602 百万円

資本金 17,221 百万円 17,221 百万円 17,221 百万円 17,221 百万円 17,221 百万円

（発行済株式総数） （ 344 千株 ） （ 344 千株 ） （ 344 千株 ） （ 344 千株 ） （ 344 千株 ）

純資産額 20,445 百万円 19,636 百万円 20,599 百万円 24,866 百万円 29,872 百万円

総資産額 59,010 百万円 77,941 百万円 87,722 百万円 95,398 百万円 92,654 百万円

（特別勘定又は積立勘定として経理された資産額） （  －  ） （  －  ） （  －  ） （  －  ） （  －  ）

責任準備金残高 17,309 百万円 21,635 百万円 25,022 百万円 24,453 百万円 23,455 百万円

貸付金残高 － － － － －

有価証券残高 45,614 百万円 45,518 百万円 56,551 百万円 61,666 百万円 64,731 百万円

単体ソルベンシー・マージン比率 840.5％ 813.4% 695.7% 782.5% 875.6%

配当性向 71.3% － － － 0.0%

従業員数 781 名 806 名 874 名 863 名 903 名

業績データ 当社の主要業務に関する事項Ⅱ
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2 業務の状況を示す指標等

-1  正味収入保険料及び元受正味保険料

-2  受再正味保険料及び支払再保険料

-3  解約返戻金 -4 保険引受利益

1  主要な業務の状況

正味収入保険料 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 0 0 0

海上保険 － － －

傷害保険 439 377 325

自動車保険 46,717 48,556 49,503

自動車損害賠償責任保険 683 741 739

その他 2,088 2,423 2,600

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） － － －

合         計 49,929 52,099 53,169

（注） 正味収入保険料 : 元受及び受再契約に係る収入保険料から出再契約の再保険
料を控除したものをいいます。

受再正味保険料 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 0 0 0

海上保険 － － －

傷害保険 － － －

自動車保険 － － －

自動車損害賠償責任保険 683 741 739

その他 － － －

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） － － －

合         計 683 742 739

（注） 受再正味保険料 ： 受再契約に係る収入保険料から受再解約返戻金及び受再そ
の他返戻金を控除したものをいいます。

（単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 － － －

海上保険 － － －

傷害保険 0 △ 0 0

自動車保険 395 411 426

自動車損害賠償責任保険 15 19 21

その他 34 47 56

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） － － －

合         計 446 478 504

（注） 解約返戻金 : 元受解約返戻金、受再解約返戻金の合計額をいいます。

元受正味保険料 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 － － －

海上保険 － － －

傷害保険 534 465 406

自動車保険 48,824 50,103 51,056

自動車損害賠償責任保険 － － －

その他 2,088 2,423 2,600

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） － － －

合         計 51,447 52,992 54,064

従業員 1 人当たり元受正味保険料 58 61 59

（注） 1. 元受正味保険料 : 元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を
控除したものをいいます。

 2.従業員1人当たり元受正味保険料 : 元受正味保険料÷従業員数

支払再保険料 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 － － －

海上保険 － － －

傷害保険 94 87 81

自動車保険 2,106 1,547 1,552

自動車損害賠償責任保険 － － －

その他 － － －

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） － － －

合         計 2,201 1,635 1,634

（注） 支払再保険料 : 出再契約に係る支払保険料から出再保険返戻金及びその他の
再保険収入を控除したものをいいます。

（単位：百万円）

区分
年度 2016年度 2017年度 2018年度

保険引受収益 49,952 52,697 54,202

保険引受費用 36,542 34,687 34,217

営業費及び一般管理費 12,340 12,238 14,142

その他収支 △ 0 △ 1 △ 1

保険引受利益 1,068 5,770 5,841

（注） １．営業費及び一般管理費は、損益計算書における営業費及び一般管理費のう
ち保険引受に係る金額です。

 ２．その他収支は、自動車損害賠償責任保険等に係る法人税相当額等です。
 ３．保険引受利益＝保険引受収益－保険引受費用－保険引受に係る営業費及び

一般管理費±その他収支
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Ⅱ  業績データ 当社の主要業務に関する事項

-5 種目別保険引受利益
（単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 0 0 －

海上保険 － － －

傷害保険 △ 22 74 △ 14

自動車保険 1,446 5,796 6,175

自動車損害賠償責任保険 － － －

その他 △ 355 △ 99 △ 319

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） 0 － －

合         計 1,068 5,770 5,841

-6 正味支払保険金及び元受正味保険金
正味支払保険金 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 4 － 2

海上保険 － － －

傷害保険 172 176 160

自動車保険 24,242 26,551 26,819

自動車損害賠償責任保険 519 554 621

その他 1,086 1,380 1,674

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） △0 － －

合         計 26,024 28,662 29,279

（注） 正味支払保険金 : 元受及び受再契約に係る支払保険金から出再契約に係る回
収再保険金を控除したものをいいます。

元受正味保険金 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 － － －

海上保険 － － －

傷害保険 197 205 186

自動車保険 27,150 28,304 28,103

自動車損害賠償責任保険 － － －

その他 1,086 1,380 1,674

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） － － －

合         計 28,434 29,890 29,964

（注） 元受正味保険金 : 元受契約に係る支払保険金から元受契約に係る求償等によ
る回収金を控除したものをいいます。

-7  受再正味保険金及び回収再保険金
受再正味保険金 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 4 － 2

海上保険 － － －

傷害保険 － － －

自動車保険 － － －

自動車損害賠償責任保険 519 554 621

その他 △0 － －

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） △0 － －

合         計 523 554 624

（注） 受再正味保険金 : 受再契約に係る支払保険金から受再契約に係る求償等によ
る回収金を控除したものをいいます。

回収再保険金 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度 2017年度 2018年度

火災保険 － － －

海上保険 － － －

傷害保険 25 29 26

自動車保険 2,907 1,752 1,283

自動車損害賠償責任保険 － － －

その他 － － －

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） － － －

合         計 2,933 1,782 1,309

（注） 回収再保険金 : 出再契約に係る回収保険金から出再契約に係る返還金を控除
したものをいいます。
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該当事項はありません。

-1 契約者配当金

2  保険契約に関する指標等

-2 正味損害率、正味事業費率及びその合算率　

（単位：％）

種目

年度 2016年度 2017年度 2018年度

正味損害率 正味事業費率 合算率 正味損害率 正味事業費率 合算率 正味損害率 正味事業費率 合算率

火災保険 791.1 － 791.1 － － － 605.4 － 605.4

海上保険 － － － － － － － － －

傷害保険 46.1 54.5 100.6 55.8 48.8 104.6 57.7 39.8 97.5

自動車保険 59.1 23.8 82.9 62.1 23.0 85.1 61.6 26.5 88.1

自動車損害賠償責任保険 76.0 － 76.0 74.7 － 74.7 84.1 － 84.1

その他 58.6 45.6 104.2 67.2 35.5 102.7 74.3 33.9 108.2

（うち賠償責任保険） － － － － － － － － －

（うち信用・保証保険） － － － － － － － － －

合　　　計 59.2 24.7 83.9 62.4 23.5 85.9 62.5 26.5 89.0

（注） １．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷（正味収入保険料）
 ２．正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷（正味収入保険料）
 ３．合算率＝正味損害率＋正味事業費率

-4 国内契約・海外契約別の収入保険料の割合

区分
年度 2016年度 2017年度 2018年度

国内契約 100% 100% 100%

海外契約 － － －

（注） 上表は、収入保険料（元受正味保険料（除く収入積立保険料）と受再正味保険料
の合計）について国内契約および海外契約の割合を記載しています。

-3 出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率　

（単位：％）

種目

年度 2016年度 2017年度 2018年度

発生損害率 事業費率 合算率 発生損害率 事業費率 合算率 発生損害率 事業費率 合算率

火災保険 － － － － － － － － －

海上保険 － － － － － － － － －

傷害保険 41.0 48.5 89.5 28.2 43.3 71.5 53.3 35.9 89.2

（医療） 69.6 203.7 273.3 82.7 137.6 220.3 94.7 69.3 164.0

（その他） 39.5 39.9 79.4 25.1 38.0 63.1 51.0 34.0 85.0

自動車保険 66.7 24.0 90.7 65.8 23.4 89.2 64.1 27.2 91.3

その他 67.6 49.5 117.1 71.6 36.3 107.9 77.9 34.4 112.3

（うち賠償責任保険） － － － － － － － － －

（うち信用・保証保険） － － － － － － － － －

合　　　計 66.5 25.2 91.7 65.7 24.1 89.8 64.7 27.6 92.3

（注） １．地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。 
 ２．発生損害率＝（出再控除前の発生損害額＋損害調査費）÷出再控除前の既経過保険料 
 ３．事業費率＝（支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷出再控除前の既経過保険料 
 ４．合算率＝発生損害率＋事業費率 
 ５．出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額 
 ６．出再控除前の既経過保険料＝収入保険料－出再控除前の未経過保険料積増額 

-5 出再を行った再保険者の数と出再保険料の上位５社の割合

出再先保険会社の数 出再保険料のうち上位5社の
出再先に集中している割合

2017年度 2社 100%

2018 年度 2社 100%

（注） 「出再先保険会社の数」は、特約再保険を1,000万円以上出再している再保険
者を対象としています。
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Ⅱ  業績データ 当社の主要業務に関する事項

-6 出再保険料の格付ごとの割合

格付区分 A以上 BBB以上 その他
（格付なし・不明・BB以下） 合計

2017年度 100% －% －% 100%

2018 年度 100% －% －% 100%

（注） 1.特約再保険を1,000万円以上出再している再保険者を対象としています。
 2.<格付の方法> 
  ①S&P社の格付を使用しています。
  ② 出再先のうちアクサグループ内会社は、単独の格付を持たないためアクサ

グループの格付を使用しています。

責任準備金の残高の内訳 （単位：百万円）

種目

年度 2017年度末

普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合計

火災保険 7 69 － － － 77

海上保険 － 16 － － － 16

傷害保険 226 369 0 － － 595

自動車保険 19,628 2,062 － － － 21,691

自動車損害賠償責任保険 1,082 － － － － 1,082

その他 907 81 － － － 989

（うち賠償責任保険） － 2 － － － 2

（うち信用・保証保険） － 0 － － － 0

合　　　計 21,853 2,599 0 － － 24,453

（単位：百万円）

種目

年度 2018年度末

普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合計

火災保険 5 69 － － － 74

海上保険 － 16 － － － 16

傷害保険 241 379 0 － － 621

自動車保険 18,904 1,584 － － － 20,488

自動車損害賠償責任保険 1,223 － － － － 1,223

その他 942 86 － － － 1,029

（うち賠償責任保険） － 2 － － － 2

（うち信用・保証保険） － 0 － － － 0

合　　　計 21,318 2,136 0 － － 23,455

（注） 地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る責任準備金については普通責任準備金として記載しています。

-1 保険契約準備金

3 経理に関する指標等

支払備金 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度末 2017年度末 2018年度末

火災保険 － － －

海上保険 － － －

傷害保険 253 136 132

自動車保険 20,274 22,482 23,437

自動車損害賠償責任保険 192 209 219

その他 238 303 370

（うち賠償責任保険） － － －

（うち信用・保証保険） － － －

合　　　計 20,957 23,131 24,159

責任準備金 （単位：百万円）

種目
年度 2016年度末 2017年度末 2018年度末

火災保険 76 77 74

海上保険 16 16 16

傷害保険 570 595 621

自動車保険 22,452 21,691 20,488

自動車損害賠償責任保険 884 1,082 1,223

その他 1,020 989 1,029

（うち賠償責任保険） 2 2 2

（うち信用・保証保険） 0 0 0

合　　　計 25,022 24,453 23,455

-7 未収再保険金
（単位：百万円）

区分
年度 2016年度 2017年度 2018年度

年度開始時の未収再
保険金 (A)

2,373 1,205 889  

－ － －

当該年度に回収でき
る事由が発生した額 (B)

2,933 1,782 1,309

－ － －

当該年度回収等 (C)
4,101 2,098 1,571

－ － －

年度末の未収再
保険金  (A)＋(B)－(C)

1,205 889 627

－ － －

（注） 1. 地震・自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いています。 
 2. （　　）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法

 施行規則第71条に基づいて、保険料積立金を積み立てないとした保険契
 約に限ります。）
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-2 責任準備金積立水準

区分
年度 2017年度末 2018年度末

積立方式
標準責任準備金対象契約 標準責任準備金 標準責任準備金

標準責任準備金対象外契約 該当なし 該当なし

積立率　　 100.0% 100.0%

（注） 1.  積立方式及び積立率は、保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約及び保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険を主たる保険としている保険契約を除
いています。

 2.  保険料積立金及び積立保険に係る払戻積立金以外について積立方式という概念がないため、積立方式は保険料積立金及び積立保険に係る払戻積立金について記載し
ています。

 3. 積立率＝（実際に積立てている普通責任準備金＋払戻積立金）÷（下記（1)～（3)の合計額）
 （1）  標準責任準備金対象契約に係る平成8年大蔵省告示第48号に定める方式により計算した保険料積立金及び払戻積立金（保険業法施行規則第68条第2項に定める保

険契約に限る）
 （2） 標準責任準備金対象外契約に係る平準純保険料式により計算した2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る保険料積立金、保険業法施行規則第68

条第2項に定める保険契約以外の保険契約で2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る払戻積立金ならびに2001年7月1日前に保険期間が開始す
る保険契約に係る普通責任準備金及び払戻積立金

 （3） 2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る未経過保険料

-3 期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト）

年度
区分

期首支払備金 前期以前発生事故に係る
当期支払保険金

前期以前発生事故に係る
当期末支払備金

当期把握
見積り差額

2014年度 16,752 8,580 7,969 202

2015 年度 18,386 8,342 9,611 432

2016 年度 21,324 9,386 11,263 675

2017 年度 23,709 10,399 12,240 1,070

2018 年度 25,340 10,290 12,241 2,807

（注） 1. 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
 2. 地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
 3. 当期把握見積り差額＝期首支払備金－（前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払備金）

-4 事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表　

（注） １． 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
 ２． 「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した倍率を記載しています。
 ３． 「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した額を記載しています。

自動車保険 （単位：百万円）

区分

事故発生年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累計保険金
＋

支払備金

事故発生年度末 26,366 28,808 30,172 30,999 31,098

１年後 26,025 △ 1.29 △ 340 28,301 △ 1.76 △ 506 29,277 △ 2.97 △ 894 30,453 △ 1.76 △ 545 － － －

２年後 25,726 △ 1.15 △ 299 28,084 △ 0.77 △ 216 28,330 △ 3.24 △ 947 － － － － － －

３年後 25,720 △ 0.02 △ 6 27,211 △ 3.11 △ 873 － － － － － － － － －

４年後 25,547 △ 0.67 △ 173 － － － － － － － － － － － －

最終損害見積り額 25,547 27,211 28,330 30,453 31,098

累計保険金 24,877 25,651 25,508 24,275 18,242

支払備金 669 1,559 2,821 6,177 12,856

傷害保険 （単位：百万円）

区分

事故発生年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累計保険金
＋

支払備金

事故発生年度末 368 249 183 167 148

１年後 340 △ 7.54 △ 27 258 3.30 8 175 △ 4.43 △ 8 197 17 29 － － －

２年後 338 △ 0.69 △ 2 245 △ 4.97 △ 12 175 △ 0.05 0 － － － － － －

３年後 298 △ 11.83 △ 40 243 △ 0.81 △ 1 － － － － － － － － －

４年後 297 △ 0.25 0 － － － － － － － － － － － －

最終損害見積り額 297 243 175 197 148

累計保険金 298 230 165 168 73

支払備金 0 13 9 28 75

賠償責任保険 該当事項はありません。

（単位：百万円）
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Ⅱ  業績データ 当社の主要業務に関する事項

該当事項はありません。

-6 貸付金償却の額

-7 資本金等明細表
資本金等明細表につきましては、52 ページの株主資本等変動計算書をご参照ください。

-5 引当金明細表

（単位：百万円）

区分

年度 2016年度 2017年度

年度末残高 増加額 減少額 年度末残高

貸倒引当金
一般貸倒引当金 － － － －

個別貸倒引当金 80 20 42 59

特定海外債権引当勘定 － － － －

退職給付引当金 2,388 435 1,057 1,766

役員退職慰労引当金 88 5 54 38

賞与引当金 340 469 340 469

価格変動準備金 121 32 － 153

合         計 3,020 963 1,494 2,488

（単位：百万円）

区分

年度 2017年度 2018年度

年度末残高 増加額 減少額 年度末残高

貸倒引当金
一般貸倒引当金 － － － －

個別貸倒引当金 59 2 15 46

特定海外債権引当勘定 － － － －

退職給付引当金 1,766 269 132 1,903

役員退職慰労引当金 38 4 － 43

賞与引当金 469 563 469 563

価格変動準備金 153 35 － 189

合         計 2,488 875 617 2,746
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-9 事業費（含む損害調査費）

（単位：百万円）

区分
年度 2016年度 2017年度 2018年度

人件費 6,710 7,029 7,067

物件費 8,819 8,726 10,642

税金 424 408 440

火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金 － － －

保険契約者保護機構に対する負担金 － － －

諸手数料及び集金費 △ 16 △ 12 △ 32

合        計 15,937 16,152 18,118

（注） 金額は損益計算書における「損害調査費」、「営業費及び一般管理費」並びに「諸手数料及び集金費」の合計額
です。

-12 有価証券売却損益及び評価損明細表
（単位：百万円）

区分

年度 2017年度 2018年度

売却益 売却損 評価損 売却益 売却損 評価損

国債等 － － － － － －

株式 － － － － － －

外国証券 － － － － 3 －

その他有価証券 11 91 － 4 52 －

合        計 11 91 － 4 55 －

-8 損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の変動

損害率の上昇シナリオ すべての保険種目について、均等に発生損害率が１％上昇すると仮定いたします。

計算方法

○増加する発生損害額＝既経過保険料×１％
○増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳については、当年度発生事故におけるそれぞれの
割合により按分しています。
○増加する異常危険準備金取崩額＝正味支払保険金の増加を考慮した取崩額－決算時取崩額
○経常利益の減少額＝増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

経常利益の
減少額

2017 年度 7百万円（注）異常危険準備金残高の取崩額 507 百万円

2018 年度 517百万円（注）異常危険準備金残高の取崩額はありません

（注） 地震保険、自動車損害賠償責任保険については、ノーロス・ノープロフィットの原則に基づき、増加する発生保険金は責任準備金の取崩等により相殺しています。

-13 減価償却費明細表
（単位：百万円）

区分

年度 2017年度 2018年度

取得原価 2017年度
償却額 償却累計額 2017年度末

残高 償却累計率 取得原価 2018年度
償却額 償却累計額 2018年度末

残高 償却累計率

有形固定資産 1,241 107 828 412 66.8% 1,450 83 855 595 58.9%

建物（営業用） 635 47 366 269 57.6% 645 37 401 243 62.3%

その他の有形固定資産 606 60 462 143 76.3% 805 46 453 352 56.3%

無形固定資産 9,192 769 7,141 2,050 77.7% 9,986 821 7,959 2,027 79.7%

ソフトウェア 9,192 769 7,141 2,050 77.7% 9,986 821 7,959 2,027 79.7%

合        計 10,434 877 7,970 2,463 11,437 904 8,814 2,622

（注） 建物には、資産除去費用資産の償却額1百万円が含まれています。

-10 売買目的有価証券運用益明細表

-11 売買目的有価証券運用損明細表

該当事項はありません。

該当事項はありません。
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Ⅱ  業績データ 当社の主要業務に関する事項

-14 固定資産処分損益明細表
（単位：百万円）

区分

年度 2017年度 2018年度

処分益 処分損 処分益 処分損

有形固定資産 － 4 － 5

　建物 － 0 － 1

　その他の有形固定資産 － 3 － 4

無形固定資産 － 679 － －

　ソフトウェア － 68 － －

　ソフトウェア仮勘定 － 610 － －

合        計 － 684 － 5

-15 賃貸用不動産等減価償却明細表

-16 リース取引

該当事項はありません。

該当事項はありません。

4 資産運用に関する指標等

-2 預貯金

（単位：百万円）

区分
年度 2016年度末 2017年度末 2018年度末

当座預金 1 1 1

普通預金 6,291 6,636 7,409

定期預金 － － －

合         計 6,292 6,637 7,410

-3 資産運用の概況

（単位：百万円）

区分

年度 2016年度末 2017年度末 2018年度末

金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 構成比

預貯金 6,292 7.2% 6,637 7.0% 7,410 8.0%

債券貸借取引支払保証金 11,214 12.8% 13,226 13.9% 5,374 5.8%

有価証券 56,551 64.5% 61,666 64.6% 64,731 69.9%

土地・建物 535 0.6% 488 0.5% 462 0.5%

運用資産計 74,593 85.0% 82,019 86.0% 77,978 84.2%

総資産 87,722 100.0% 95,398 100.0% 92,654 100.0%

-1 資産運用方針
当期末の総資産は 92,654 百万円、運用資産は 77,978 百万円となりました。資産の運用にあたりましては営業資金の安
定的な確保を目的とし、安全性・流動性に留意しつつ、効率的な運用に努めています。
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（単位：百万円）

区分

年度 2016年度 2017年度 2018年度

金   額 利回り 金   額 利回り 金   額 利回り

預貯金 0 0.00% 0 0.00% 7 0.11%

コールローン － － － － － －

債券貸借取引支払保証金 4 0.06% 4 0.04% 6 0.08%

有価証券 489 0.98% 604 1.06% 616 0.99%

公社債 206 0.68% 215 0.67% 225 0.67%

株式 － － － － － －

外国証券 210 1.31% 245 1.27% 212 0.97%

その他の証券 72 2.01% 143 2.68% 179 2.67%

土地・建物 － － － － － －

その他 0 0 △ 0

合         計 494 0.73% 609 0.80% 630 0.81%

（注） 1. 利回りは  収入金額÷月平均運用額  で算出しています。
 2. 従来の「運用資産利回り」に加え、２種類の利回り（「資産運用利回り」「時価総合利回り」）を後述の項目にて開示していま
  す。各利回りの計算方法は後述の項目の注記に記載したとおりです。

-4 利息配当収入の額及び運用利回り（インカム利回り）

（単位：百万円）

区分

年度 2016年度 2017年度 2018年度
資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース） 利回り 資産運用損益

（実現ベース）
平均運用額

（取得原価ベース） 利回り 資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース） 利回り

預貯金 △0 7,852 △ 0.00% △ 0 7,775 △ 0.00% 7 6,895 0.11%

コールローン － － － － － － － － －

債券貸借取引支払保証金 2 8,887 0.03% 1 10,351 0.02% 1 8,254 0.02%

有価証券 487 50,089 0.97% 532 57,215 0.93% 574 62,221 0.92%

公社債 203 30,311 0.67% 211 32,452 0.65% 221 33,521 0.66%

株式 － 50 － － 50 － － 50 －

外国証券 200 16,136 1.24% 243 19,343 1.26% 208 21,931 0.95%

その他の証券 83 3,591 2.34% 76 5,369 1.43% 144 6,717 2.15%

土地・建物 － 531 － － 510 － － 470 －

金融派生商品 － － －

その他 10 △ 26 36

合         計 500 67,360 0.74% 507 75,852 0.67% 618 77,842 0.80%

（注） 資産運用利回り : 資産運用に係る成果を、当期の期間損益（損益計算書）への寄与の観点から示す指標。分子は実現損益、分母は取得原価をベースとした利回り。
 ・分子=資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用   
 ・分母=取得原価または償却原価による平均残高 

-5 資産運用利回り（実現利回り）
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Ⅱ  業績データ 当社の主要業務に関する事項

（単位：百万円）

区分

年度 2016年度末 2017年度末 2018年度末

残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

外
貨
建

外国公社債 － － － － － －

外国株式 － － － － － －

その他 － － － － － －

外貨建資産計 － － － － － －

円
貨
建

非居住者貸付 － － － － － －

外国公社債 － － － － － －

その他 18,307 100.0% 20,050 100.0% 22,440 100.0%

円貨建資産計 18,307 100.0% 20,050 100.0% 22,440 100.0%

合         計 18,307 100.0% 20,050 100.0% 22,440 100.0%

海
外
投
融
資
利
回
り

海外投資利回り
1.31% 1.27% 0.97%

（インカム利回り）

資産運用利回り
1.24% 1.26% 0.95%

（実現利回り）

（参考）
3.52% 1.12% 0.07%

時価総合利回り
（注） 「海外投融資利回り」の各利回りの計算方法は、前述に記載している各項目の注記のとおりです。

-7 海外投融資残高及び利回り

-8 商品有価証券

-9 商品有価証券の平均残高及び売買高

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（単位：百万円）

区分

年度 2016年度 2017年度 2018年度
資産運用損益等
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース） 利回り 資産運用損益等

（時価ベース）
平均運用額

（時価ベース） 利回り 資産運用損益等
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース） 利回り

預貯金 △0 7,852 △ 0.00% △ 0 7,775 △ 0.00% 7 6,895 0.11%

コールローン － － － － － － － － －

債券貸借取引支払保証金 2 8,887 0.03% 1 10,351 0.02% 1 8,254 0.02%

有価証券 283 51,601 0.55% 444 58,523 0.76% 1,133 63,441 1.79%

公社債 △ 294 32,217 △ 0.91% 237 33,861 0.70% 513 34,955 1.47%

株式 － 50 － － 50 － － 50 －

外国証券 554 15,768 3.52% 217 19,329 1.12% 15 21,890 0.07%

その他の証券 23 3,565 0.65% △ 9 5,282 △ 0.19% 603 6,544 9.23%

土地・建物 － 531 － － 510 － － 470 －

金融派生商品 － － －

その他 10 △ 26 36

合         計 296 68,872 0.43% 419 77,160 0.54% 1,177 79,062 1.49%

（注） 時価総合利回り : 時価ベースでの運用効率を示す指標。分子は実現損益に加えて時価評価差額の増減を反映させ、分母は時価をベースとした利回り。
 ・分子=（資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用）＋（当期末評価差額－前期末評価差額）
 ・分母=取得原価または償却原価による平均残高＋その他有価証券に係る前期末評価差額

-6 （参考）時価総合利回り
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（単位：百万円）

区分

年度 2017年度末

1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 10年超
（期間の定めのないものを含む） 合   計

国債 － 9,270 1,563 － － 9,431 20,266

地方債 － － － － － － －

社債 4,761 5,615 4,061 200 100 259 14,998

株式 － － － － － 50 50

外国証券 － 100 403 403 2,240 16,902 20,050

その他の証券 － － － － － 6,301 6,301

合        計 4,761 14,985 6,029 603 2,341 32,945 61,666

（単位：百万円）

区分

年度 2018年度末

1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 10年超
（期間の定めのないものを含む） 合   計

国債 8,120 2,571 － － － 11,195 21,887

地方債 － － － － － － －

社債 3,686 3,492 5,389 － 101 289 12,960

株式 － － － － － 50 50

外国証券 99 400 96 513 2,190 19,139 22,440

その他の証券 － － － － － 7,392 7,392

合        計 11,906 6,464 5,485 513 2,292 38,067 64,731

-12 有価証券の種類別の残存期間別残高

-10 保有有価証券
（単位：百万円）

区分

年度 2016年度末 2017年度末 2018年度末

金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 構成比

国債 19,582 34.6% 20,266 32.9% 21,887 33.8%

地方債 －        － －      － －      －

社債 13,999 24.8% 14,998 24.3% 12,960 20.0%

株式 50 0.1% 50 0.1% 50 0.1%

外国証券 18,307 32.4% 20,050 32.5% 22,440 34.7%

その他の証券 4,612 8.2% 6,301 10.2% 7,392 11.4%

合         計 56,551 100.0% 61,666 100.0% 64,731 100.0%

-11 保有有価証券利回り （運用資産利回り）

区分
年度 2016年度 2017年度 2018年度

国債 1.11% 1.09% 1.06%

地方債 － － －

社債 0.10% 0.11% 0.12%

株式 － － －

外国証券 1.31% 1.27% 0.97%

その他の証券 2.01% 2.68% 2.67%

合         計 0.98% 1.06% 0.99%

資産運用利回り 0.97% 0.93% 0.92%

（参考）時価総合利回り 0.55% 0.76% 1.79%

45



Ⅱ  業績データ 当社の主要業務に関する事項

5 特別勘定に関する指標

-13 業種別保有株式の額

-1 特別勘定資産残高

-20 国内企業向け貸付金残存期間別残高

-14 貸付金の残存期間別の残高

-2 特別勘定資産

-21 劣後特約付貸付金残高

-15 担保別貸付金残高

-3 特別勘定の運用収支

（単位：百万円）

区分
年度 2017年度末 2018年度末

土地 219 219

営業用 219 219

賃貸用 － －

建物 269 243

営業用 269 243

賃貸用 － －

建設仮勘定 － －

営業用 － －

賃貸用 － －

合計 488 462

営業用 488 462

賃貸用 － －

リース資産 － －

その他の有形固定資産 143 352

有形固定資産合計 632 815

-22 有形固定資産及び有形固定資産合計の残高

-16 使途別の貸付金残高及び構成比

-19 貸付金地域別内訳

（単位：千株、百万円）

2017年度末 2018年度末

区分

年度

株　数 金　額 構成比 株　数 金　額 構成比

情報通信業 4 50 100% 4 50 100%

合         計 4 50 100% 4 50 100%

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

-17 業種別の貸付金残高及び
貸付金残高の合計に対する割合

-18 規模別の貸付金残高及び
貸付金残高の合計に対する割合
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1 財務諸表

1 貸借対照表

対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的
に判断して必要と認められる額を引き当てております。

  また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、対象資産の所管部門が資産
査定を実施し、当該部署から独立した財務部並びに内部監査部が査定結果を監
査しており、その査定結果に基づいて上記の引き当てを行っております。

6.  退職給付引当金は、従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付
債務の見込額に基づいて、当期末までに発生していると認められる額を計上し
ております。

  数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(5年)による定額法により発生年度から費用処理することとしております。過去
勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)に
よる定額法により発生時点から費用処理しております。

 
7.  役員退職慰労引当金は役員の退職金の支払いに備えるため、内規に基づく当期
末の要支給額を計上しております。

8.  賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、支給見込額に基づいて計上してお
ります。

9.  価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第
115条の規定に基づき計上しております。

当社は会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、保険業法第111条第1項の規定により公衆の縦覧に供する書類の
うち、計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにそ
の附属明細書について「PwCあらた有限責任監査法人」の監査を受けています。

業績データ 財産の状況Ⅲ

（単位：百万円）
年度

2017年度末 2018年度末 増減額

科目 (2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)

資産の部
　現金及び預貯金 6,639 7,411 772
　　現金 1 1 －
　　預貯金 6,637 7,410 772
　債券貸借取引支払保証金 13,226 5,374 △ 7,852
　有価証券 61,666 64,731 3,064
　　国債 20,266 21,887 1,621
　　社債 14,998 12,960 △ 2,038
　　株式 50 50 －
　　外国証券 20,050 22,440 2,390
　　その他の証券 6,301 7,392 1,091
　有形固定資産 632 815 182
　　土地 219 219 －
　　建物 269 243 △ 25
　　その他の有形固定資産 143 352 208
　無形固定資産 3,219 5,019 1,800
　　ソフトウェア 2,050 2,027 △ 23
　　ソフトウェア仮勘定 1,168 2,992 1,823
　その他資産 6,688 6,505 △ 182
　　未収保険料 0 0 －
　　代理店貸 20 17 △ 2
　　外国再保険貸 458 202 △ 255
　　未収金 3,480 3,688 207
　　未収収益 54 51 △ 2
　　預託金 169 179 9
　　地震保険預託金 6 4 △ 2
　　仮払金 2,498 2,362 △ 136
　繰延税金資産 3,385 2,844 △ 541
　貸倒引当金 △ 59 △ 46 12
資産の部合計 95,398 92,654 △ 2,743

（単位：百万円）
年度

2017年度末 2018年度末 増減額

科目 (2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)

負債の部
　保険契約準備金 47,584 47,614 30
　　支払備金 23,131 24,159 1,028
　　責任準備金 24,453 23,455 △ 997
　その他負債 20,518 12,468 △ 8,049
　　外国再保険借 8 9 1
　　債券貸借取引受入担保金 13,428 5,646 △ 7,781
　　未払法人税等 261 225 △ 36
　　預り金 105 115 9
　　未払金 3,824 3,592 △ 232
　　仮受金 2,727 2,739 12
　　資産除去債務 95 101 5
　　その他の負債 67 38 △ 28
　退職給付引当金 1,766 1,903 136
　役員退職慰労引当金 38 43 4
　賞与引当金 469 563 94
　特別法上の準備金 153 189 35
　　価格変動準備金 153 189 35
負債の部合計 70,531 62,782 △ 7,748
純資産の部
　資本金 17,221 17,221 －
　利益剰余金 6,766 11,369 4,602
　　利益準備金 370 370 －
　　その他利益剰余金 6,396 10,999 4,602
　　　繰越利益剰余金 6,396 10,999 4,602
　株主資本合計 23,987 28,590 4,602
　その他有価証券評価差額金 878 1,281 402
　評価・換算差額等合計 878 1,281 402
純資産の部合計 24,866 29,872 5,005
負債及び純資産の部合計 95,398 92,654 △ 2,743

（2018年度の注記事項）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。
 （1）  その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基

づく時価法により行っております。
  　 なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定

は移動平均法に基づいております。
 （2）  その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるもの

の評価は、移動平均法に基づく原価法により行っております。

2.  有形固定資産の減価償却は、定率法により行っております。ただし、平成10年
4月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

3.  資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却については、当社内に
おける利用可能期間（原則５年）に基づく定額法によっております。

4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準に準
拠して行っております。

5.  貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、次のとおり
計上しております。破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・
形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実質的に経営
破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能
見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き
当てております。今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に
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Ⅲ  業績データ　財産の状況

10.  消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、損害調査費、営
業費及び一般管理費等の費用は、税込方式によっております。

  なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却を
行っております。

11.金融商品の時価等に関する事項は以下のとおりであります。
 1.金融商品の状況に関する事項
 （1） 金融商品に対する取組方針
    資産の運用にあたっては、保険業法第97条及び保険業法施行規則第47条、

48条等の関連法令・規則、及び内規等を遵守しており、安全性、流動性、
及び収益性に配慮し、中長期的に安定した収益の確保を目指して、主とし
て債券への投資を行っております。尚、今後につきましては、低金利環境
に鑑み、債券以外の資産クラスについても慎重に組み入れの検討を行う考
えであります。

 （2） 金融商品の内容及びそのリスク
    有価証券は、主に国債と外国証券(社債等に投資している円貨建外国投資信

託を含む）であり、これらは市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
晒されております。

    また、未収金は、主に保険料の収納代行先に対する債権であり、収納代行
先の信用リスクに晒されております。なお、預貯金は高格付けの金融機関
にて管理しており、債券貸借取引支払保証金、債券貸借取引受入担保金は
短期間で決済されており、未払金は短期間で決済される一般経費が大半で
あるためにリスクは稀少と考えております。

 （3） 金融商品に係るリスク管理体制
    当社では、資産運用に伴うリスクに関する基本事項を定め、社内外に存す

るリスクに対処し、顧客の資産、株主資本の維持を図ることを基本原則とし、
資産運用リスク管理方針を制定しております。また、当方針の円滑な運営
に資するため、資産運用規則を制定しております。当規則に従い、資産運
用部は適正な運用を行うとともに、資産運用全体のリスクを管理する機関
として ｢ALM・資産運用委員会｣ を設置し、運用成果及びリスク評価の検
証を行っております。各リスクの管理体制は、以下のとおりです。

   （信用リスク）
    資産運用部は、資産運用規則等に従い、信用リスクにかかる有価証券投資

を行います。有価証券の格付け状況は資産運用部により随時モニタリング
がなされ、与信状況によっては資産運用規則に沿って資産売却の検討がな
されます。また、未収金については、財務部が月次で勘定精査を行い、長
期滞留の未然防止に努めております。

   （市場リスク）
   ① 金利リスクの管理
    ALM・資産運用委員会で定める所定の金利ストレスシナリオ下においても、

適正な単体ソルベンシー・マージン比率を維持できるポートフォリオの構
築を行っており、当該ストレステスト結果については、四半期毎にALM・
資産運用委員会へ報告しております。   
② 為替リスクの管理

   為替リスクは原則としてヘッジすることとしております。
   ③ 価格変動リスクの管理
    各資産に対する所定のストレスシナリオ下においても、適正な単体ソルベ

ンシー・マージン比率を維持できる各資産の投資比率の上限を設定してお
り、リスク管理部が月次でモニタリングを行っております。

    また、財務部では、有価証券の時価を定期的にモニタリングしており、時
価の顕著な下落が認められた場合には速やかにALM・資産運用委員会にて
協議する態勢を整えております。   
（流動性リスク）

    当社では、必要な手元流動性所要額を資産運用リスク管理規則に定め、財
務部が、当該所要額の確保状況を随時モニタリングしており、当該検証結
果については、四半期毎にリスク管理部へ報告しております。

 2.金融商品の時価等に関する事項
   平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては次のとおりであります。
（単位 : 百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

(1) 現金及び預貯金 7,411 7,411 ─
(2) 債券貸借取引支払保証金 5,374 5,374 ─
(3) 有価証券 61,961 61,961 ─
　　その他有価証券 61,961 61,961 ─
(4) 未収金 3,688 3,688 ─

資産計 78,435 78,435 ─

(5) 債券貸借取引受入担保金 5,646 5,646 ─
(6) 未払金 3,592 3,592 ─
負債計 9,238 9,238 ─

 （注）金融商品の時価の算定方法
 （1）現金及び預貯金 、(2) 債券貸借取引支払保証金、(4) 未収金、(5) 債券貸借取引受入担

保金及び(6) 未払金
    これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該

帳簿価格によっております。

 （3）有価証券
    保有有価証券の時価は、日本証券業協会の公表する価格によっております。一部日本

証券業協会で公表されない商品については、取引金融機関から提示された価格によっ
ております。 なお、時価を把握することが極めて困難な有価証券については時価開
示の対象としておりません。当該時価を把握することが困難な有価証券の当期末にお
ける貸借対照表価額は2,769百万円であります。

12.  消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は5,609百万円
であります。

13.  有形固定資産の減価償却累計額は855百万円であります。

14.  親会社に対する金銭債権総額はなく、金銭債務総額は1,253百万円であります。

15.  繰延税金資産の総額は3,404百万円 、繰延税金負債の総額は501百万円であり
ます。また、繰延税金資産から評価性引当金として58百万円を控除しておりま
す。繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、IBNR備金1,764百万円、異常
危険準備金597百万円、退職給付引当金532百万円であります。繰延税金負債
の発生の主な原因別の内訳はその他有価証券に係る評価差額金497百万円であ
ります。

16. 支払備金及び責任準備金の内訳は次のとおりであります。
（支払備金）
支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 25,513百万円
同上に係る出再支払備金 1,574百万円
差引（イ） 23,939百万円
地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る支払備金（ロ） 219百万円
計（イ＋ロ） 24,159百万円
 
（責任準備金） 
普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 20,681百万円
同上に係る出再責任準備金 592百万円
差引（イ） 20,088百万円
その他の責任準備金（ロ） 3,366百万円
計（イ＋ロ） 23,455百万円

17.  １株当たりの純資産額は86,728円98銭であります。算定上の基礎である純資
産額は29,872百万円であり、その全額が普通株式に係るものであります。また、
普通株式の当期末発行済株式数は344千株であります。

18.  売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、消費貸
借契約で借入れている有価証券であり、当期末に当該処分を行わずに所有して
いるものの時価は5,417百万円であります。

19.  退職給付に関する事項は次のとおりであります。
 1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けておりますが、平成30
年1月に退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。

 2. 退職給付に関する事項
 （1）退職給付債務及びその内訳 
  退職給付債務 △ 1,722百万円
  未積立退職給付債務 △ 1,722百万円
  未認識数理計算上の差異 △ 101百万円
  未認識過去勤務費用 △ 79百万円
  退職給付引当金 △ 1,903百万円

 （2）  退職給付債務等の計算基礎 
  退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準
  割引率 0.5%
  数理計算上の差異の処理年数 ５年　　　　   　    
  過去勤務費用の処理年数 ５年

20. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：百万円）
年度 2017年度 2018年度 増減額

科目 2017年4月1日から（ 2018年3月31日まで ） 2018年4月1日から（ 2019年3月31日まで ）
経常収益 53,407 54,911 1,503

　保険引受収益 52,697 54,202 1,504

　　正味収入保険料 52,099 53,169 1,070

　　積立保険料等運用益 28 35 6

　　責任準備金戻入額 569 997 427

　資産運用収益 604 649 45

　　利息及び配当金収入 609 630 21

　　有価証券売却益 11 4 △ 7

　　有価証券償還益 12 13 1

　　為替差益 － 36 36

　　積立保険料等運用益振替 △ 28 △ 35 △ 6

　その他経常収益 105 59 △ 45

　　貸倒引当金戻入 21 12 △ 8

　　その他の経常収益 84 46 △ 37

経常費用 47,123 48,496 1,372

　保険引受費用 34,687 34,217 △ 469

　　正味支払保険金 28,662 29,279 616

　　損害調査費 3,864 3,942 78

　　諸手数料及び集金費 △ 12 △ 32 △ 19

　　支払備金繰入額 2,173 1,028 △ 1,145

　資産運用費用 125 65 △ 59

　　有価証券売却損 91 55 △ 35

　　為替差損 26 － △ 26

　　その他運用費用 8 10 2

　営業費及び一般管理費 12,301 14,207 1,906

　その他経常費用 9 4 △ 4

　　貸倒損失 0 0 0

　　その他の経常費用 9 4 △ 4

経常利益 6,283 6,415 131

特別利益 366 5 △ 361

　その他特別利益 366 5 △ 361

特別損失 781 41 △ 740

　固定資産処分損 684 5 △ 678

　特別法上の準備金繰入額 32 35 3

　（価格変動準備金繰入額） （　　32　　） （　　35　　） （　　3　　）

　その他特別損失 64 － △ 64

税引前当期純利益 5,869 6,380 510

　法人税及び住民税 1,612 1,392 △ 219

　法人税等調整額 △ 73 384 458

法人税等合計 1,538 1,777 238

当期純利益 4,330 4,602 271

2 損益計算書
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Ⅲ  業績データ　財産の状況

２.    ①正味収入保険料の内訳は、次のとおりであります。
   収入保険料 54,803百万円
   支払再保険料 1,634百万円

   差引 53,169百万円

   ②正味支払保険金の内訳は、次のとおりであります。
   支払保険金 30,588百万円
   回収再保険金 1,309百万円

   差引 29,279百万円

   ③諸手数料及び集金費の内訳は、次のとおりであります。
   支払諸手数料及び集金費 571百万円
   出再保険手数料 603百万円

   差引 △ 32百万円

   ④ 支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は、次のとおりであり
ます。

   支払備金繰入額（出再支払備金控除前、
   （ロ）に掲げる保険を除く） 604百万円
   同上に係る出再支払備金繰入額 △ 412百万円

   差引（イ） 1,017百万円
   地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る
   支払備金繰入額（ロ） 10百万円

   計（イ＋ロ） 1,028百万円

 ⑤ 責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は、次のとおりで
あります。

   普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前）△ 653百万円
   同上に係る出再責任準備金繰入額 20百万円

   差引（イ） △ 674百万円
   その他の責任準備金繰入額（ロ） △ 323百万円

   計（イ＋ロ） △ 997百万円

 ⑥利息及び配当金収入の内訳は、次のとおりであります。
   預貯金利息 7百万円
   債券貸借取引支払保証金 6百万円
   有価証券利息・配当金 616百万円
   その他利息・配当金 0百万円

   計 630百万円

３.  １株当たりの当期純利益は13,363円45銭であります。
  算定上の基礎である当期純利益は4,602百万円であり、その全額が普通株式に係るものであります。また、普通株式の期中平均株式数は344千株

であります。なお、潜在株式がないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は算出しておりません。

４. 損害調査費、営業費及び一般管理費として計上した退職給付費用は259百万円であり、その内訳は次のとおりです。
  勤務費用 250百万円
  利息費用 9百万円
  数理計算上の差異の費用処理額 20百万円
  過去勤務費用の費用処理額 △ 21百万円

  退職給付費用 259百万円

５.  関連当事者との取引 
親会社の子会社

属性 会社等の名称 所在地 事業の内容  議決権等の所有
（被所有）割合 (%)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

親会社の子会社  アクサ・
グローバル・リー フランス 保険業 － 保険関係

取引

経営指導料
出再保険料
出再手数料
出再保険金

8  
1,552  
592  
1,283  

外国再保険貸

未払費用

202

14

（注） 1. 取引金額、期末残高には消費税等が含まれております。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等 : 取引については、通常行われている取引条件等に基づき決定しております。

 6. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

（2018年度の注記事項） 
１．親会社との取引による収益総額は268百万円、費用総額は465百万円であります。
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3 キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

年度 2017年度 2018年度 増減額

科目
2017年4月１日から（ 2018年3月31日まで ） 2018年4月１日から（ 2019年3月31日まで ）

営業活動によるキャッシュ・フロー
　　税引前当期純利益（△は損失） 5,869 6,380 510

　　減価償却費 877 904 27

　　支払備金の増減額（△は減少） 2,173 1,028 △ 1,145

　　責任準備金等の増減額（△は減少） △ 569 △ 997 △ 427

　　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 21 △ 12 8

　　退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 622 136 758

　　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 49 4 53

　　賞与引当金の増減額（△は減少） 128 94 △ 34

　　価格変動準備金の増減額（△は減少） 32 35 3

　　利息及び配当金収入 △ 609 △ 630 △ 21

　　有価証券関係損益（△は益） 75 47 △ 27

　　為替差損益（△は益） 26 △ 36 △ 62

　　有形固定資産関係損益（△は益） 684 5 △ 678

　　その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）の増減額（△は増加） △ 305 337 642

　　その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）の増減額（△は減少） 378 19 △ 359

　　　　小               計 8,068 7,316 △ 752

　　利息及び配当金の受取額 769 783 14

　　その他 △ 7 △ 10 △ 2

　　法人税等の支払額 △ 1,954 △ 1,562 391

　営業活動によるキャッシュ・フロー 6,876 6,527 △ 348

投資活動によるキャッシュ・フロー
　　債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加） △ 2,012 7,852 9,865

　　債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） 2,000 △ 7,781 △ 9,782

　　有価証券の取得による支出 △ 9,349 △ 9,520 △ 171

　　有価証券の売却・償還による収入 3,915 6,827 2,911

　　　資産運用活動計 △ 5,446 △ 2,622 2,823

　　　（営業活動及び資産運用活動計） （　1,429　） （　3,904　） （　2,474　）

　　有形固定資産の取得による支出 △ 24 △ 221 △ 196

　　その他 △ 1,059 △ 2,911 △ 1,851

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,531 △ 5,755 775

財務活動によるキャッシュ・フロー 
　　配当金の支払額 － － －

　財務活動によるキャッシュ・フロー － － －

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 345 772 427

現金及び現金同等物期首残高 6,293 6,639 345

現金及び現金同等物期末残高 6,639 7,411 772

（注） 1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係
 　（2019年3月31日現在）
  現金及び預貯金 7,411百万円
  預入期間が３カ月を超える定期預金 －　百万円
  有価証券 64,731百万円
  現金同等物以外の有価証券 △ 64,731百万円
  現金及び現金同等物 7,411百万円
 2. 「利息及び配当金の受取額」及び「有価証券の取得による支出」には、外国投資信託等の再投資分194百万円が含まれています。 
 3. 重要な非資金取引は該当ありません。
 4. 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含んでいます。
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4  株主資本等変動計算書 
2017年4月1日から2018年3月31日まで （単位：百万円）

株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 17,221 － － 370 2,065 2,435 19,656

当期変動額
　剰余金の配当 － － － － － － －

　利益準備金の積立 － － － － － － －

　当期純利益 － － － － 4,330 4,330 4,330

　株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) － － － － － － －

　当期変動額合計 － － － － 4,330 4,330 4,330

当期末残高 17,221 － － 370 6,396 6,766 23,987

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 942 942 20,599

当期変動額
　剰余金の配当          －           － －

　利益準備金の積立        －          － －

　当期純利益            －          － 4,330

　株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) △ 63 △ 63 △ 63

　当期変動額合計 △ 63 △ 63 4,267

当期末残高 878 878 24,866

2018年4月1日から2019年3月31日まで （単位：百万円）

株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 17,221              －             － 370 6,396 6,766 23,987

当期変動額
　剰余金の配当               －               －               －               －               －               －               －

　利益準備金の積立               －               －               －               －               －               －               －

　当期純利益               －               －               －               － 4,602 4,602 4,602

　株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)               －               －               －               －               －               －               －

　当期変動額合計               －               －               －               － 4,602 4,602 4,602

当期末残高 17,221              －             － 370 10,999 11,369 28,590

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 878 878 24,866

当期変動額
　剰余金の配当          －           － －

　利益準備金の積立        －          － －

　当期純利益            －          － 4,602

　株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) 402 402 402

　当期変動額合計 402 402 5,005

当期末残高 1,281 1,281 29,872
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5 1株当たり配当等

6 1株当たり純資産額

7 1人当たり総資産

2 リスク管理債権

3 元本補填契約のある信託に係る貸出金の状況

4 債務者区分に基づいて区分された債権

区分
年度 2016年度 2017年度 2018年度

1 株当たり配当額 － － 2.9036 銭

配当性向 － － 0.0%

1 株当たり当期純利益 3,326 円 51 銭 12,573 円 79 銭 13,363 円 45 銭

（単位：千円）

区分
年度 2016年度 2017年度 2018年度

1 株当たり純資産額 59 72 86

（単位：百万円）

区分
年度 2016年度 2017年度 2018年度

従業員 1 人当たり総資産 100 110 102

（注）  1. １株当たり配当額は
当期純利益

期中平均株数（加重平均）
により算出しています。 

2. 配当性向は 
1株当たり配当額

×100
1株当たり当期純利益

により算出しています。 

3. １株当たり当期純利益は
当期純利益

期中平均株数（加重平均）
により算出しています。 

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（注） 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）

前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

発行済株式
普通株式 344 － － 344

 2. 剰余金の配当に関する事項
  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものは次のとおりです。

決議 株式の種類 配当金の総額
(円) 配当の原資 1株当たり

配当額(円) 基準日 効力発生日

2019年5月9日
取締役会 普通株式 10,000 利益剰余金 0.029036 2019年3月31日 2019年6月30日

 3. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。
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5 保険金等の支払い能力の充実の状況（単体ソルベンシー・マージン比率）

（注） 「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条(単体ソルベンシー・マージン)および第87条(単体リスク)ならびに平成8年大蔵省告示第50号の規定に
基づいて算出された比率です。

（単位：百万円）

区分

年度 2017年度末
（2018年3月31日現在）

2018年度末
（2019年3月31日現在）

（A）単体ソルベンシー・マージン総額 30,185 36,650

資本金又は基金等 23,987 28,590

価格変動準備金 153 189

危険準備金 0 0

異常危険準備金 2,606 2,142

一般貸倒引当金 － －

その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果控除前） 1,098 1,601

土地の含み損益 △ 146 △ 147

払戻積立金超過額 － －

負債性資本調達手段等 － －

払戻積立金超過額及び負債性資本調達手段のうち、マージンに算入されない額 － －

控除項目 － －

その他 2,484 4,273

（B）単体リスクの合計額 7,714 8,371

一般保険リスク（R1） 6,412 6,427

第三分野保険の保険リスク（R2） － －

予定利率リスク（R3） 0 0

資産運用リスク（R4） 2,528 2,520

経営管理リスク（R5） 191 204

巨大災害リスク（R6） 630 1,262

（C）単体ソルベンシー・マージン比率            [（A）/｛（B）× 1/2｝] × 100 782.5% 875.6%

 （R1+R2）2 ＋（R3+R4）2 ＋ R5+R6

໐ 損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返
戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大災害の発生や、
損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える
危険が発生した場合でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。

໐ こうした「通常の予測を超える危険」を示す「単体リスクの合計額」（上
表の（B） ）に対する「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の
支払余力」（上表の「（A）単体ソルベンシー・マージン総額」）の割合を
示す指標として、保険業法等に基づき計算されたのが、「単体ソルベン
シー・マージン比率」（上表の（C） ）です。
　 単体ソルベンシー・マージン比率は、リスク計測の厳格化を図るため、
2011年度末(2012年3月31日)から算出にかかる法令等が改正され
ています。

໐  「通常の予測を超える危険」とは次に示す各種の危険の総額をいいます。
　①  保険引受上の危険（一般保険リスク）（第三分野保険の保険リスク）：

保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険
（巨大災害に係る危険を除く。）

　②  予定利率上の危険（予定利率リスク）：実際の運用利回りが保険料算出
時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険

　③  資産運用上の危険（資産運用リスク）：保有する有価証券等の資産の
価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等

　④  経営管理上の危険（経営管理リスク）：業務の運営上通常の予測を超
えて発生し得る危険で前記①～③及び⑤以外のもの

　⑤  巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）：通常の予測を超える巨大災
害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険

໐ 「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（単体ソル
ベンシー・マージン総額）とは、損害保険会社の純資産(社外流出予定額
等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含
み損益の一部等の総額です。

໐ 単体ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際
に活用する客観的な判断指標のひとつですが、その数値が200%以上で
あれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

〈単体ソルベンシー・マージン比率〉

54



-1 売買目的有価証券 -2 満期保有目的の債券で時価のあるもの

-3 その他有価証券で時価のあるもの

-4 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

2 金銭の信託 5 先物外国為替取引

3 デリバティブ取引
（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）

7 金融取引法に規定する有価証券先物取引も
しくは有価証券先渡取引、外国金融商品市
場における有価証券先物取引と類似の取引
（国債証券等及び金融商品取引法第２条第１項第１７号に掲げる有
価証券のうち同項第１号の性質を有するものに係るものに限る。）

6 有価証券関連デリバティブ取引
（ 7に掲げるものを除く。）

4 保険業法に規定する金融等デリバティブ取引

6 時価情報等 

1 有価証券

該当事項はありません。 該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。 該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（１） 満期保有目的の債券
 該当事項はありません。

（２） その他有価証券

（単位：百万円）

区分

年度 2017年度末 2018年度末

取得原価 貸借対照表計上額 差額 取得原価 貸借対照表計上額 差額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

公社債 28,200 29,677 1,476 31,265 33,002 1,737

株式 － － － － － －

外国証券 2,691 2,755 64 1,993 2,034 40

その他の証券 282 306 24 4,386 4,673 286

小     計 31,174 32,739 1,564 37,645 39,710 2,064

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

公社債 5,630 5,587 △ 42 1,855 1,845 △ 10

株式 － － － － － －

外国証券 17,399 17,294 △ 105 20,681 20,406 △ 274

その他の証券 3,973 3,776 △ 197 － － －

小     計 27,003 26,658 △ 344 22,536 22,251 △ 285

合         計 58,177 59,397 1,220 60,182 61,961 1,779

代表者による財務諸表の確認『本ディスクロージャー誌に掲載の財務諸表の適正性及びそれらの作成に係る内部監査の有効性は、当社の代表取締役社長兼CEOが確認を行っています。』

（単位：百万円）

区分
年度 2017年度末 2018年度末

公社債                     －                     － 

株式 50 50

外国証券                   －                   － 

その他の証券 2,219 2,719

合　　計 2,269 2,769
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Ⅳ  会社概要

●定時株主総会開催時期 4月 1日から 3カ月以内
●決算期 3月 31日
●公告の方法 電子公告。
 ただし、電子公告による公告ができない場合は、東京都内で発行する産業経済新聞に掲載。
 決算公告については、当社のホームページ
　　　　　　　　　　　　（http://www.axa-direct.co.jp/company/ir/）
 において提供いたします。

1 株主・株式の状況

1 基本事項

2019年6月30日現在

 氏 名 または 名 称 住　所 所有株式数（株） 発行株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

 アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 東京都港区白金1-17-3 344,430 100

2 大株主の状況

2019年6月30日現在

 年　月　日
発行済株式数（株） 資本金（百万円）

摘　要
増減数 残高 増減数 残高

 2007年3月29日 25,000 344,430 1,250 17,221.5 増　資

3 資本金

該当事項はありません。

4 最近の社債発行

● 設立 1998年6月
● 資本金 172億21百万円
● 総資産 926億54百万円
● 本社所在地 東京都台東区寿2-1-13

会社概要Ⅳ

2 役員の状況　2019年7月1日現在

取締役および監査役

取締役

代表取締役社長 兼 CEO ハンス・ブランケン

取締役 安渕　聖司

取締役 ザビエ・ヴェイリー

取締役 ジル・フロマジョ

監査役

常勤監査役 金城　久美子

監査役（社外監査役） 澤入　雅彦

監査役（社外監査役） 櫻井　正史
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3 業務執行体制　2019年7月1日現在

代表取締役社長 兼 CEO
CMO（チーフ・マーケティング・オフィサー）
CDO（チーフ・データ・オフィサー）
＜広報 / マーケティング・パートナーシップビジネス / データ分析＞

ハンス・ブランケン

上級執行役員
CSO（チーフ・ストラテジー・オフィサー）
CFO（チーフ・ファイナンシャル・オフィサー）
＜戦略 / 財務＞

マリアノ・カバレロ

上級執行役員
CDTO（チーフ・デジタル・トランスフォーメーション・オフィサー）
＜ IT / ロジスティックス＞

ディルク・ディビュナー   

執行役員
CTO（チーフ・テクニカル・オフィサー）
＜商品＞

佐藤　賢一

執行役員
CCO（チーフ・クレーム・オフィサー）
＜損害サービス＞

原田　保

執行役員
CCXO（チーフ・カスタマーエクスペリエンス・オフィサー）
＜顧客体験 / 品質管理 / コールセンター＞

渡邉　範明  

執行役員
GC（ジェネラル・カウンセル）
CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）
ICO（インターナル・コントロール・オフィサー）
DPO（データ・プライバシー・オフィサー）
＜法務 / コンプライアンス＞

木内　秀行

執行役員
CHRO（チーフ・ヒューマンリソーシーズ・オフィサー）
＜人事＞

橋本　晃

執行役員
＜内部監査＞ 浅田　昌司

執行役員
CRO（チーフ・リスク・オフィサー）
＜リスク管理＞

山口　暁
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Ⅳ  会社概要

4 会計監査人の状況

当社の採用方針は、ＡＸＡグループのダイバシティ・ポリシーにのっ
とり、人材の多様性が企業を活性化し継続的成長を実現させてい
くという信念と、人権尊重の精神に基づいています。
昨今の厳しい人材マーケットにおいて、採用は単なる「人員補充」
ではなく「優秀人材の獲得＝タレントアクイジッション」と捉え、当
社のさらなる発展を左右するビジネス戦略のひとつとして、ＡＸＡ
カルチャーにフィットする人材の登用とともに入社後の定着と育
成に注力しています。専門分野に精通した高度人材の中途採用の

みならず、高いポテンシャルのある新卒採用にも力を入れていま
す。そのために、内定者への魅力付けはもちろんのこと、社内タレ
ントの発掘と次世代リーダーの能力開発にもつながる施策とし
て、リクルーター制度の充実化を図っています。
また、ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から、障がい者採
用にも積極的に取り組み、それぞれの適性や得意分野を活かした
アサイメントにより個々人の活躍を後押ししています。

5 従業員の状況　2019年3月31日現在

1 採用方針

当社は、ADJ Human Development Programを策定し、
Self-development Cultureを推進しています。
このプログラムは、社員一人ひとりが自律的にキャリアを開発し
ていくことを支援するもので、本年は次の3本の柱にフォーカス
しています。

１．カルチャー・トランスフォーメーション
２．キャリア・デベロップメントとタレント・マネジメント
３．リーダーシップの強化

カルチャー・トランスフォーメーションについては、従来の研修
を実施する会社側の視点から、学ぶ主体である社員一人ひとり
の成長に視点を切り替え、キャリア開発の支援を強化してまい
ります。
アクションの中心となるのはキャリア・デベロップメントとタレン
トマネジメントとなります。 

具体的には
① 例年実施しているマネージャー研修のメインテーマにキャリ
ア・デベロップメント・スキルを据えて、現場におけるキャリア・
デベロップメントの実効性を強化すること

② 社員一人ひとりのキャリア開発の第一歩をサポートするサイト
「キャリア ‒ あなたの物語」の制作

③ 選抜メンバーへのタレント開発の機会提供（次世代リーダー
プログラム、英語学習、損害保険講座など）

が挙げられます。自律的なキャリア形成を促すことによって、今
後ますます多様化するキャリアパスに対して、一律の対応ではな
く、包括的に対処してまいります。
また、マネージャー研修、次世代リーダープログラムの提供を通
じて、AXA Valueを実現するリーダーシップを強化し、当社の
お客さま、社員のみならず、全てのステークホルダーとの信頼
関係を構築してまいります。

2 研修制度とキャリアパス

従業員数 903 名

平均年齢 38.9 歳

平均勤続年数 6.1 年

会計監査人の名称：PwCあらた有限責任監査法人
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構成図は部までとし、部内の課の表示は
省略させていただいています。

株主総会

取締役会

代表取締役社長

監査役会

保険計理人

パートナービジネスオペレーション部

セールス&
マーケティング

本部

戦略企画部

広告宣伝部

UX企画部

コールセンターコーディネーション部

データストラテジー部

テクニカル本部

データエクセレンス本部

テクニカルプライシング部

コマーシャルプライシング部

商品引受部

数理部

エンタープライズデータ部

ダイレクト
オペレーション

本部

コマンドセンター部

旭川コンタクトセンター部

コンタクトセンター統括部

オペレーションデータ&パフォーマンス部

福井コンタクトセンター部

高知コンタクトセンター部

ペットコンタクトセンター部

オペレーション品質・CX部

プロセス・カスタマージャーニー部

ストラテジー&
ファイナンス本部

経営企画部 

プロキュアメント部

財務部

資産運用部

損害サービス
本部

損害サービスプロジェクトマネジメント室

損害サービスネットワーク部

オペレーションサポート部

テクニカルサポート部

損害サービス統括部

損害サービス第一部

損害サービス第二部

損害サービス第三部

損害サービス第四部

損害サービス第五部

デジタル&
トランスフォーメーション

本部

ビジネストランスフォーメーションオフィス

インフォメーションテクノロジー部

コーポレートサポート&ロジスティック部

人事本部

人事企画部

人材開発部

人事サービス部

リーガル＆
コンプライアンス本部

リーガル&コーポレートセクレタリー部

コンプライアンス部

内部監査部

コミュニケーションズ&エグゼクティブオフィス部

リスク管理部

6 会社の組織　2019年7月1日現在

カスタマー
エクスペリエンス＆

品質本部

カスタマーエクスペリエンス開発部

品質管理部

お客様相談室
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Ⅳ  会社概要

7 会社の沿革

アクサ損害保険は、AXAグループの100％出資により1998年に日本法人として設立されました。1999年4月に通信販売による
「アクサダイレクト総合自動車保険」の商品認可を受け、同年7月より販売を本格的に開始しました。2019年4月にアクサ・ホール
ディングス・ジャパン株式会社が設立され、その子会社として損害保険業務を展開しています。
多様化するお客さまのニーズや、急速に変化するビジネス環境に対応するために、データサイエンスの活用や、お客さまからいただ
いたお声を商品・サービスの向上につなげるしくみを構築しています。ヨーロッパにおけるダイレクト保険のリーディングカンパ
ニーであるAXAの豊富な経験と技術を活かし、日本のお客さまのニーズに合った商品・サービスの提供に努めています。

沿革

1998年 6月 会社設立
AXAグループ（フランス：1817年創立）の100%出資により、日本法人として設立

10月 損害保険事業免許を取得
11月 ユニオン・デ・ザシュランス・ド・パリ・イ・ア・エール・デ（UAP保険会社）日本支社の保険業務を包括移転により継承

1999年 5月 有明にコンタクトセンターを開設
7月 「アクサダイレクト総合自動車保険」の販売を開始

2002年 2月 ローヤル・エキスチェンジ・アッシュアランス（REA）日本支店の保険業務を包括移転により継承
2004年 2月 福井県にコンタクトセンターを開設

12月 アクサ ジャパン ホールディング株式会社が弊社の全発行済株式を（AXAグループ（AXAS.A.）より）取得する。
これによりアクサ ジャパン ホールディング株式会社の100%子会社となる。

2005年 4月 リスク細分型によるバイク保険（二輪・原付）の販売を開始
6月 高知県にコンタクトセンターを開設

2010年 4月 近畿オフィス（大阪）を開設
5月 東京都台東区へ本社を移転

2011年 2月 九州オフィス（福岡）を開設
4月 「ペット保険」の販売を開始
9月 中部オフィス（名古屋）を開設

2012年 5月 東北オフィス（仙台）を開設
2013年 2月 「地震・噴火・津波危険『車両全損時一時金』特約」の販売を開始

3月 北海道(旭川)にコンタクトセンターを開設
11月 北海道オフィス（札幌）を開設

2014年 6月 中国オフィス（広島）を開設
8月 ハーレーダビッドソン専用任意バイク保険の新ブランド「HARLEY｜モーターサイクル保険™」の販売を開始

10月 親会社であったアクサ ジャパン ホールディング株式会社が「生命保険事業免許」を取得し、アクサ生命株式会社を吸収
合併。社名を「アクサ生命」に変更するとともに、旧アクサ生命の業務を完全継承し、生命保険会社として業務を開始。
弊社は新アクサ生命株式会社の連結子会社となる。

2015年 12月 YAMAHA SPORTS PLAZA 専用の任意バイク保険 「YSP ダイレクトバイク保険」の販売を開始
2016年 2月 トライアンフ専用任意バイク保険の新ブランド「TRIUMPH RIDER INSURANCE」の販売を開始

3月 「ISO 10002/JIS Q 10002」(品質マネジメント―顧客満足―組織における苦情対応のための指針)
に適合した苦情対応マネジメントシステムを構築

2017年 2月 ｢消費者志向自主宣言｣ を策定
6月 ｢お客さま本位の業務運営に関する基本方針｣ を策定

2018年 6月 北海道オフィス（札幌）を旭川コンタクトセンターに併合
2019年 4月 4月1日 アクサ生命保険株式会社は、持株会社であるアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社を設立

4月 4月2日 アクサ生命保険株式会社が保有する全発行済株式を現物分配によりアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会
社に譲渡され、弊社はアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社の100%子会社となる。

4月 「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を改定
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8 企業概要　役員は2019年7月1日現在

アクサ損害保険株式会社（アクサダイレクト）

アクサ損害保険は、AXAグループの100％出資により1998年
に日本法人として設立されました。1999年4月に通信販売によ
る「アクサダイレクト総合自動車保険」の商品認可を受け、同年7
月より販売を本格的に開始しました。2019年4月にアクサ・ホー
ルディングス・ジャパン株式会社が設立され、その子会社として
損害保険業務を展開しています。多様化するお客さまのニーズ
や、急速に変化するビジネス環境に対応するために、データサイ
エンスの活用や、お客さまからいただいたお声を商品・サービス
の向上につなげるしくみを構築しています。ヨーロッパにおける
ダイレクト保険のリーディングカンパニーであるAXAの豊富な
経験と技術を活かし、日本のお客さまのニーズに合った商品・
サービスの提供に努めています。

本　　社:〒111-8633 東京都台東区寿二丁目1番13号 偕楽ビル 
03-4335-8570(代表)

設　　立:1998年6月
資 本 金:172億円
発行済株式数:344千株
事業内容:損害保険業

役　員
代表取締役社長 兼 CEO ハンス・ブランケン
取締役 安渕　聖司
取締役 ザビエ・ヴェイリー
取締役 ジル・フロマジョ
常勤監査役 金城　久美子
監査役(社外監査役) 澤入　雅彦
監査役(社外監査役)  櫻井　正史

設 立：2000年3月
資 本 金：850億円
発行済株式数 ： 7,799千株
事業内容：生命保険業

役　員
代表取締役社長兼CEO 安渕　聖司
代表取締役副社長兼チーフディストリビューションオフィサー 幸本　智彦
取締役 専務執行役員兼チーフマーケティングオフィサー 松田　貴夫
取締役 常務執行役員兼チーフファイナンシャルオフィサー 住谷　貢
常勤監査役 八木　哲雄
監査役 斎藤　輝夫
監査役 澤入　雅彦

アクサ生命保険株式会社

アクサ生命保険は、1994年にAXAグループの日本法人とし
て設立され、2000年には日本団体生命と経営統合を行い、
事業基盤を大幅に拡大しました。また、2019年4月に持株会
社であるアクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社を設立
し、アクサ生命、アクサ損害保険、アクサダイレクト生命はそ
の完全子会社となりました。

本 社：〒108-8020 東京都港区白金一丁目１7番3号 NBFプラチナタワー
03-6737-7777（代表）

（札幌本社）：〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西四丁目1番地
札幌三井JPビルディング

設 立：2019年4月
資 本 金：850億円
発行済株式数 ： 7,799千株
事業内容：子会社の経営管理・監督

役　員
取締役会長 ゴードン・ワトソン
代表取締役社長兼CEO 安渕　聖司
取締役 ジョ－ジ・スタンスフィールド
取締役 リンドン・オリバー
取締役 監査等委員 スェットファーン・リー
取締役 監査等委員 馬越　恵美子
取締役 監査等委員 齊藤　治彦
取締役 執行役員兼チーフマーケティングオフィサー 松田　貴夫 
取締役 執行役員兼チーフファイナンシャルオフィサー 住谷　貢 

アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

アクサ・ホールディングス・ジャパンは、2019年4月1日にアク
サ生命による単独株式移転方式で設立された持株会社です。
また、株式の99％をAXAが保有するAXAのメンバーカンパ
ニーです。子会社であるアクサ生命、アクサ損害保険、アクサ
ダイレクト生命を連結する持株会社として子会社の経営管
理・監督を行っています。また資産運用などを行う他のAXA
のメンバーカンパニーと連携して、日本のお客様をサポート
するフィナンシャル・プロテクション事業を展開しています。

本 社：〒108-8020 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー
03-6737-7700（代表）

（札幌本社）：〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西四丁目1番地
札幌三井JPビルディング

アクサダイレクト生命保険株式会社

アクサダイレクト生命は、2008年4月より営業を開始した日本
初のインターネット専業生命保険会社で、アクサ・ホールディン
グス・ジャパン株式会社の100％子会社です。アクサ ジャパン 
グループのダイレクトビジネスを担う生命保険会社として、シ
ンプルで合理的かつ手頃な保険商品、デジタル技術を活用し
た便利で革新的なサービスを提供しています。お客さまがい
つでもどこでも安心してご契約いただけるよう、様々なタッチ
ポイントで保険選びをサポートしています。

本　　社:〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目3番地4 
KDX麹町ビル8階 
0120-953-831(代表)

設　　立:2006年10月13日
資 本 金:198.4億円
発行済株式数:1,894千株
事業内容:生命保険業

役　員
取締役会長 住谷 貢
代表取締役COO 木島　博征
取締役 水村 崇
常勤監査役 中村 卓也
監査役(社外監査役) 澤入 雅彦
監査役(社外監査役) 櫻井 正史
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【指定紛争解決機関】
2009 年6 月24 日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する
法律」に基づき創設された、金融分野における裁判外紛争解決機関です。
銀行・保険・証券などの業態ごとに、一定の要件を満たした場合に主務大
臣から指定紛争解決機関の指定を受けることができます。当社は、保険業
法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団
法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。

【自賠責保険】
自賠責保険（共済）は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が
負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確
保することを目的とした保険のことをいいます。

【支払備金】
決算日までに発生した保険事故で、保険金が未払いのものについて、保険
会社が保険金支払のために積み立てる準備金のことをいいます。

【重要事項説明書】
契約者が保険契約締結の際に合理的な判断をするために必要とされる重
要な事項を記載した書面です。保険商品の内容を理解するために必要な
事項や契約に際して特に注意すべき事項などが記載されています。

【責任準備金】
将来生じうる保険金支払など保険契約上の債務に対して、法律に基づき
保険会社が積み立てる準備金の総称のことをいいます。普通責任準備金、
異常危険準備金、危険準備金、払戻積立金、契約者配当準備金などがあり
ます。

【全損】
保険の目的が完全に滅失した場合や、修理、回収に要する費用が保険価額
を超えるような場合のことをいいます。

【損害保険大学課程】
「専門コース」と「コンサルティングコース」の2つのコースがあり、試験
に合格し所定の要件を充たすと、申請により専門コースの方は「損害保
険プランナー」として、コンサルティングコースの方は「損害保険トータ
ルプランナー」として認定されます。

【損害保険募集人一般試験】
保険募集にあたり保険商品に関する重要事項などを正確に説明するため
の知識を、損害保険募集人が習得しているかを確認するための試験のこ
とをいいます。

【損害保険料率算出機構】
「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された料率算出団
体です。損害保険における公正で妥当な保険料率を算出する際の基礎と
することができる参考純率の算出や、自賠責保険の損害調査などを行っ
ています。

【損害率】
収入保険料に対する支払った保険金の割合のことをいいます。保険会社
の経営分析や保険料率の算出に用いられています。通常は、正味保険金に
損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。

【第三分野保険】
保険業法で規定する分類のひとつで、生命保険業（第一分野）と損害保険
業（第二分野）のどちらの保険会社でも取り扱うことのできる分野のこ
とをいいます。具体的には医療保険・傷害保険・介護保険などがあります。

【アクチュアリー】
保険会社で危険率・保険料率などの算出を業務とする人のことです。日本
語では保険計理人とも呼ばれます。

【解約返戻金】
保険を解約したときに保険会社から戻ってくる金銭のことをいいます。

【価格変動準備金】
保険会社が保有する株式・債券などの価格変動による損失に備えること
を目的として積み立てる準備金のことをいいます。

【過失相殺】
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に
応じて損害賠償額を減額することをいいます。

【クーリングオフ】
保険契約の撤回等請求権のことをいいます。契約者がご契約の申し込み
をした日またはクーリングオフの説明書を受領した日から、その日を含
めて８日以内に保険会社に郵送にて通知すれば、保険契約の申し込みの
撤回または解除を行うことができます。当社ではペット保険がクーリン
グオフの対象となっています。

【契約の解除】
契約の当事者の一方からの意思表示によって、契約が初めからなかった
と同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約款における解
除の効力は、解除時点から将来に向かってのみ生じることとなります。

【告知義務】
保険契約締結の際に、保険会社が告知を求めた事項（告知事項）について
事実を正確に告げなくてはならない義務のことをいいます。

【再調達価額】
保険契約の目的と同等の物を新たに取得するのに必要な金額のことをい
います。

【再保険】
保険会社が危険の分散を図るため、引き受けた保険契約上の危険の一部
または全部をさらに他の保険会社に引き受けさせることをいいます。

【時価額】
火災保険では、再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額のこ
とをいいます。自動車保険の車両保険では、損害が生じたお車と同じ車
名・型式・仕様・年式で同じ消耗度のお車の市場販売価格相当額のこと
をいいます。

【事業費】
保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では「損害調査費」、「営業費及
び一般管理費」、「諸手数料及び集金費」を総称していいます。

【示談】
民事上の紛争を裁判によらず、当事者間の話し合いで解決することをい
います。
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【保険契約者】
保険会社に対し保険契約の申し込みをする人のことをいいます。契約が
成立すれば、保険料の支払義務を負います。

【保険契約準備金】
保険契約に基づく保険金の支払いなどの責任を果たすために、保険会社が
決算期末に積み立てる準備金のことをいい、支払備金、責任準備金などが
あります。

【保険始期】
保険期間の初日の保険契約の補償が開始されるときのことをいいます。

【保険事故】
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支
払いを約束した偶然な事実のことをいいます。

【保険の目的】
保険をつける対象のことをいいます。自動車保険での自動車、火災保険で
の建物・家財がこれにあたります。

【保険法】
保険契約の基本ルールに関する法律です。契約者保護の観点より、さまざ
まな規定が整備されています。

【保険約款】
保険契約の内容を定めたものです。保険約款には、同一種類の保険契約の
全てに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普
通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特約とがあります。

【保険料】
被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約
者が保険会社に支払う金銭のことをいいます。

【保険料即収の原則】
保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則のことを
いいます。なお、保険料分割払特約など別に約定がある場合には、この原
則は適用されません。

【保険料率】
保険料を算出する上で用いる割合のことをいい、単位保険金額当たりの
保険料の金額で表されています。

【免責】
保険金が支払われない保険契約上の事由のことをいいます。

【免責金額】
ご契約時にあらかじめ設定する自己負担額のことをいいます。原則とし
て、損害額からこの金額を差し引いて保険金をお支払いします。

【免責事由】
保険約款の「保険金を支払わない場合」に規定されている事由のことを
いいます。

【免責条項】
保険会社が保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいま
す。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」の見出しがつけられて
います。

【元受保険】
再保険に対する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされてい
るとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険といいます。ま
た、保険会社が個々の契約者と契約する保険の全てを指す場合がありま
す。

【大数の法則】
個々に見れば偶然な事象でも、多数について見れば、そこに一定の確率
が見られるという法則のことです。例えばサイコロを振って1の目の出
る確率は、振る回数を増やせば増やすほど6分の1に近づいていきます。
火災、交通事故、傷害事故などもそれぞれ非常に多数の建物、車、人につ
いて考察すると一定の発生頻度が見られます。この法則は保険料率算出
上の統計的基礎となっています。

【超過保険・一部保険】
保険金額が保険価額を超えている保険契約を超過保険といい、保険金額
が保険価額より少ない保険契約を一部保険といいます。

【重複保険】
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部が共通する複数
の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契
約の保険金額の合計額が再調達価額または時価額を超過する場合を狭義
の重複保険といいます。

【通知義務】
保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場
合に、保険会社に遅滞なく連絡しなければならない義務のことをいいます。

【特約】
普通保険約款の規定に追加、変更などを行う場合、その追加・変更につい
て定める内容の約款のことをいいます。

【被保険者】
保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人のことをいいます。

【被保険利益】
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれ
がある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益
といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的とす
ることから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前
提となります。

【負債資本】
契約者から支払われた保険料を源泉とする資本のことをいいます。

【分損】
保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害を
いいます。

【保険価額】
被保険利益を金銭で評価した額であり、保険事故が発生した場合に被保
険者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。

【保険期間】
保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことをいいます。

【保険業法】
保険事業の監督法規と保険事業を営む者の組織およびその行為に関する
規定を含む法律です。保険事業が健全に運営されることにより、保険契約
者などを保護するために制定されています。

【保険金】
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭
のことをいいます。

【保険金額】
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生
した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。

は行
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【リスク細分型自動車保険】
保険料算出の根拠となる危険度を、従来よりも細分化した自動車保険の
ことをいいます。

ら行
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